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研究要旨 

本研究が最終的に目指す大目標は、生活主体である高齢者自身の QOL 充実を前提とし

て、一人ひとりが他の人の迷惑にならないようにただ生きるのではなく、自分らしく生き

生きと生きるための努力をすることができる高齢社会の構築である。本研究では、退職時

の在宅生活から要支援・要介護までの各段階において退職者が望むサポートへの意思決定

を「ケアウィル」と独自に定義し、退職者自身によるその表明と実現に向けたモデル「ケ

アウィルモデル」の検証と高齢者の自律的生活を支援する基盤の検討を行なった。 

今年度は、研究対象への支援のタイミングについての検討および退職期での介入の必要

性についての共有を行なった後、2 年間の実験講座で得たデータに基づき講座を再構成し、

３回目講座を開催した。また、対象者層の生活を取り巻く現状を検討し、退職世代の生涯

発達には実存的欲求に目を向けた知識創造を前提とする自照作業への支援の重要性を共

有した。さらに、退職を機とした居場所の移行に目を向け、地域レベルに応じたケアウィ

ル支援の必要性を共有した。これらを受けて、コミュニティの役割やその抱える問題を取

り上げたシンポジウムを開催し地域への発信を行なった。 
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A.研究目的 

A-1.本研究の目的と意義 

本研究が最終的に目指す大目標は、生活

主体である高齢者自身の QOL 充実を前提

として、一人ひとりが他の人の迷惑になら

ないようにただ生きるのではなく、自分ら

しく生き生きと生きるための努力をするこ

とができる高齢社会の構築である。 

日本は平均寿命 80 年の時代を迎えて久

しく、人口の高齢化は今後も続くことが予

想されている。 

高齢期には、身体機能の変化を伴い、要

介護状態になる可能性が高い。そのため既

に要介護高齢者となった人々への対応は重

要である。研究費を得た 23 年度の段階では、

高齢化における地域保健重点課題は、寝た

きり状態になった要介護高齢者への対応に

主眼がおかれていること、高齢者はサービ

ス受給者として捉えられておりそこで語ら

れる種々の問題はサービス提供の限界にあ

ること、またそうした背景により、明確な

困難の中にない人々が要介護に至らないた

めの努力は個人に任されているということ

が明確になった。しかし、健康寿命が延び

た今では、高齢者自身が生活者として自身

の生活に関わり、高齢者の役割を積極的に

捉え、社会参加を望む際には、高齢である

こと自体が障害にならない工夫をしながら

現状のシステムを再構築していくことの重

要性が語られ始めている。 

本来私たちの暮らしや生活というものは、

周囲の支援や環境からのサービスを受けな

がら自身が構築していくものである。また、

QOL（生活の質）は、個人の趣向だけでな

く、社会構造の変化による社会的な価値観

によって変化を伴うものでもある。 

孤立や寝たきりを予防し一人ひとりが生

き甲斐を持つことのできる豊かな高齢社会

を構築する上においては、高齢者の能動的

な努力を重視すると同時に、努力のための

問題の整理や支援する環境（家庭・地域コ

ミュニティー・サービス）の視点から高齢

者の QOL を捉える必要がある。高齢社会

対策大綱に、①多様なライフスタイルを可

能にする高齢期の自立支援、②年齢だけで

高齢者を別扱いする制度・慣行等の見直し、

③世代間の連帯強化、④地域社会への参画

促進、が分野別の基本的施策の枠を越えて

横断的に取り組む課題として挙げられてい

ることもその流れの中にあるだろう。 

ケアウィル研究では、こうした視点から

豊かな高齢期そのものや豊かな高齢期を支

援するための条件整備に着目し、アクショ

ンリサーチを進めてきた。 

 

A-2.本研究の独創的な点 

本研究では、ケアウィルという語を新た

に定義した。『ケアウィル（Care Will）』は、

本研究を始めるにあたって新しく作られた

“豊かな暮らしに向けた意志”を表す言葉で

ある。この場合の豊かな暮らしとは、人々

がそれぞれに、ずっと大切にしたい感覚や

対象を持ち続けられる「ケアのある暮らし」

を意味する。ケアには“人が人としてお互い

の存在に根差して関わり合う”という意味

がある。健康状態の変化の中で、周囲に求

めるサポート（趣味活動への理解、作業の

軽減や補助、歩行の手助け、食事の介助な

ど）にも変化がある。ケアウィルの枠組み

はこうした変化や周囲の環境との兼ね合い

を踏まえて求められる「意思決定」と、そ

の段階ごとの「プロセス」で構成されてい
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る。高齢期における各過程での豊かな暮ら

しへの Will（意志）がケアウィル（Care Will）

であり、延命医療の意思表示である Living 

Will とは一線を画する。 

 

B.研究内容 

本年度は、①ケアウィル研究の第 1 ス

テージの進め方に関する検討（B-1-1）、②

対象者層の生活および特性に関する検討

（別途報告記載）、③ケアウィル講座の開催

（資料４・資料５、B-1-2）、④講座プログ

ラム検証およびコンテンツの検討（B-1-1

～B-1-3 および別途報告記載）、⑤参加者分

析（B-2-1，B-2-2）、⑥シンポジウムの開催

（B-3）を行なった。 

 

B-1-1.ケアウィル研究の進め方の検討 

本研究は、退職という人生のライフイベ

ントに着目してきた。3 年目に入り、研究

対象への支援時期についてあらためて検討

を行なった。 

退職から終末期までの期間とされる

third-age は、参勤しなければならない場所

が無くなった自由を活かし、最期に自分の

人生を使って成し遂げたいものに全力で取

り組むことのできる世代といわれる。 

バルデスが third-age を提唱した 2002 年

頃には、まだ third-age 期間は短く、forth-age

の準備段階と考えられることもあった。

third-age 期間が短い時代の人々は前の時代

の人々のモデル（資料１）を真似ていても

良かった。しかし、健康寿命が急激に伸び

た現代において新しく third-age に入った

人々は自己マスタリーを発動して新しいモ

デルを作っていかなければならなくなった。

長くなった third-age をより良く活き活きと

生きるためには、知識創造を前提とした実

存的な人生の再セットアップを、居場所や

役割の移行を伴う退職を機とした新しいス

テージの入り口でかつ支援していくことの

重要性が研究チームであらためて共有され

た（資料２）。 

 

B-1-2.ケアウィル講座の開催 

E.H．エリクソンは、「統合と絶望」の中

で実存的恐怖について触れ、「老年期は、も

うほとんど完結しているライフサイクルを

目のあたりにし、残された未来を生き抜く

ための英知の感覚を統合し、現在生きてい

る世代の中でうまく釣り合う位置に自分を

置き、無間の歴史的連続の中での自分の場

所を受け入れるという課題に直面する時期

である」と言っている。3 年間で研究参加

者から得たデータからは、退職期の人々が

個々の人生を実現するためには、彼ら自身

が「今までと違う“場”を得ていかなければ

ならない」と認識し、「どのように生きてい

きたいのか」、「自分が大切にしているもの

は何か」、「自分にとっての楽しみは何か」

に気づき、周囲からの支援を自らが自律的

に選択・獲得できる環境を得ていくことが

重要であることが確認された。 

そこで、退職に伴い日々の居場所の変更

が余儀なくされ、向老期の入り口に立った

時、身体的な限界や今は変えられない過去

や限られていながら未だ知ることはできな

い未来を受け入れて自照し、取り巻く環境

との兼ね合いを含めて考える事柄を本ケア

ウィルのニーズとして重点を置いた上で講

座プログラム構成の見直しを行なった。 

そうした見直しの後、本年度は「退職後

の自分らしい生き方のためのケアウィル講
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座（全 4 日）」（2013 年 9 月 7 日～10 月 12

日/土曜/終日）を開催した。 

 

B-1-3.講座プログラムおよびコンテンツの

検討 

講座では、コンテンツの難易度、時間配

分、内容に関する調査の他、知識科学的観

点から知識創造、意欲創造、価値創造の調

査を実施した。 

講座の学習の流れであるプログラムは、

カリキュラムの達成目標を満たす効果の向

上に向け、当事者研究手法や自己効力感を

提唱した心理学者の Bandura が挙げる効力

感向上の４要素を参考に検討した。そこで、

Bandura の自発的変化に対する効果的な介

入モデルを参考に、①情報の提供、②シミュ

レート、③技術を生かした練習の機会、④

個人の望む変化に関する社会的援助、の４

つの要素を講座プログラムに取り入れてい

る。 

講座初日のオリエンテーションでは、ケ

アウィル講座のプログラムとカリキュラム

を提示し、座学講義では、いくつかの情報

を提供する。講義コンテンツの主眼は関係

性にある。ケアウィルは、Care と Will を併

せた言葉である。「Care」という語が持つ意

味は、世話する、気にかける、配慮する、

看護する、など「他者」に対する姿勢や行

為が基本となっているが広い意味で捉えれ

ば、自分や集団やモノにもその対象範囲を

広げることができるだろう。メイヤロフは、

著書『ケアの本質』の中で「他者」や自分

自身へのケアの在り方を説明しているが、

ここでの「他者」も人だけでなく仕事や作

品、場にも及んでいる。ケアウィル講座に

おいては、自分へのケア、周囲へのケア、

社会へのケアを重視し、個人、家庭、地域、

社会それぞれの視点から捉えるケアの枠組

みの大きさを変化させながら関係性を学ぶ

ための情報提供がなされる。しかし、こう

した情報を獲得するだけでは認識の変化は

小さい。そこで、講座の中で得た情報と自

らの習慣および社会からの影響を包括した

実践に向かうためのプランニング実習を行

なう。また、講座を終えた修了生は勉強会

を設立し、参加者が個々に日常生活の中で

プランを実践する過程で、定期的な集会を

持っている。勉強会では、進捗を発表しあ

う学び合いの中で自分のプランの見直しや

再構築をしていく。さらに共有できる生活

課題の検討を通して、社会的支援を得る方

法の学び合いも行なわれる。 

この勉強会活動の一環として、2 年目講

座からは、大学が主催する本講座において

講座修了者である勉強会会員が進行を含む

運営スタッフとして参加しており、現受講

生に対して受講してからの自身の変化など

の情報提供を行なっている。また彼らは、

ケアウィルプランニング（ケアウィルシー

トの作成）の講義の中でピアサポートス

タッフとしても参画している。彼らの発案

により、講座開催日とは別にプランニング

サポート日を設けたところ、参加者の 3 割

から 4 割がこのサポートを利用した。この

試みに関しては、ある受講生からの「こん

なに自分の話をしたことはなく自分にこん

なに話すことがあるということにも驚いた。

自分だけの考え方では行き詰っていた部分

に違う角度からのアイデアや視点をもらえ

て、できないと半分諦めていたことが実現

できそうな気がしている」といった言葉が

示すように高い評価を得ている。サポート
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した勉強会会員からは、「内容は自分とは違

う部分もあるが、皆が同じように悩んでい

て、話し合う時間が持てたことは良かった。

講座で会場の世話をしているだけではどん

な人か分からなかったけれど話を聞くと相

手が言った言葉の意味も分かって勉強に

なった」とのコメントもあった。 

こうした実践を踏まえて、研究会で参加

者の理解度や態度の違いについて検討した

際には、年度ごとに参加者の特性に偏りが

あったのではないかという指摘があった。

この指摘については、年度ごとに対象者の

職業や退職からの期間に偏りが見られたが、

募集方法に変化を持たせたことが要因とし

て考えられた。しかし、受講動機から判断

すると、どの年度にも、①何をしたら良い

のか実践的な何かを知りたい、②個人的な

事情は様々だが生活のための新たな「知識」

を求めている、③自分の考えていることが

客観的に見て、それで良いのか訂正すべき

か確認したい、④まだ何を自分が求めてい

るかはっきりしない漠然とした不安を抱え

ており、自分の感じていることが何かを知

りたい、という４つの課題がそれぞれ存在

することが確認できた。態度や理解度の差

については、退職からの期間によって悩み

の種類が異なること、プログラムやコンテ

ンツに変化を持たせたこと等が考えられる

が、４つの異なる受講動機を持つそれぞれ

の受講生すべてに対して一定の成果を確認

した。さらに受講時に退職直前だった参加

者からは講座修了後に実際に退職した後の

心境や現状について「実際に肩書きや所属

がまったくなくなってからの暮らしには本

当に強い心が必要だ」「介護を含む家の問題

に真正面から向き合うことになり思ってい

た状況ではない」などのコメントを得ると

同時に、退職後の立場での受講を希望する

声がある。 

このように、広く参加者の受講動機に対

応したプログラムが提供できた。しかし、

退職後の現実に応じた再教育などの課題が

出た。今後、広く地域での実施を実現する

ためには、参加者の変化を追うと共に、地

域の実施体制をより詳細に調査検討してい

く必要があると思われる。 

 

B-2-1.対象者層の生活を取り巻く現状に関

する検討 

１）退職期における QOL とその周辺要

素 

ケアウィル研究は、孤立を予防し活き活

きとした高齢社会支援を目指し実践してい

る。ケアウィル研究コンセプトモデル作成

は、従来行なわれてきた閉じこもり高齢者

から元気高齢者への移行に関する検討から

開始した（資料３）。モデルの軸に、初老期

QOL の維持向上を支える要素としてヒッ

グスが挙げる CASP（Control, Autonomy, 

Self-Realisation, Pleasure）の中から control

と Autonomy を採用した。これらに自分自

身や社会へのケアという視点からフロムの

いう「構え」や、マズローのいう生存欲求、

自己実現欲求の考え方、実存的視点も加え

ながら実験参加者の観察を行なってきた。 

２）退職後の居場所と生活の現状 

本研究で富山県内の高齢者向け講座参加

者を対象に行なった調査からは、学習機会

の有無が男性の QOL の高低と関連してい

ることが分かった。既に高齢者を対象とし

た生涯学習講座は様々な領域において広く

行なわれており、高齢者は無料あるいは安
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価で多くの情報を収集することが可能であ

る。ケアウィル講座参加者の中にもそれら

のサービスを受けて多くの情報を得ている

人がいる。一方で、自分には居場所がない

わけではなく、時間を持て余しているわけ

でもないという自分への言い訳にこれらの

サービスが活用されている実態も存在する。

講座参加者の中には、「退職した直後にイヤ

だったのは空っぽの手帳を見ること。あん

なにいっぱいだったのに退職してから開く

と空っぽなの。何もすることがないのかと

突きつけられてるように思えた。今はいろ

いろと無料の講演会や安い講習会みたいな

のがあって、その情報を集めて回ってるだ

けで手帳が埋まる。もらった資料をファイ

ルに入れて並べてると勉強してる気分にも

なるし僕は暇人ではないって思える。その

時は、シメタ！この方法があったかと思っ

た。」「僕らは隠居の仕方も分からない。男

はよく図書館にいるでしょう。晴耕雨読も

畑がなければ読書するしかない。でも、隠

居暮らしで一生本読んで過ごすには長すぎ

る。そういうことを考えないようにして毎

日家に居すぎないように頑張ってる。だか

ら毎日同じ人と図書館で会っていても本を

読むのに忙しいような顔してお互い話もし

ない。」という事例があった。 

３）退職に伴う実存的悩み 

向老期にある現在の退職世代は、経済面

でも健康面でも明確な困難を持たず、地域

活性化の担い手や経済活性化のための消費

者としても注目されている。こうした中、

実際の退職期男性の多くは自分のおかれた

環境に適応できていないかもしれない。講

座参加者の内、実際に退職直後から地域活

動をしている者は「僕らは地域の仕事が忙

しくて自分のことなんか考えてのんびりし

てる暇がない。でも、ぼんやりしてたらボ

ケてしまうし、毎日忙しければボケる暇も

ないだろう。僕が怖いのはボケて迷惑かけ

ることだから、ずっと忙しくしていたい。」、

また退職を目前にした者からは、「退職した

ら暇になるんだから地域の役をしてくれと

いう声がかかるという話をよく聞くけれど、

僕はまだ声がかかっていない。声がかかる

人は学校の先生とか役所で働いていた人が

多いような気がするけれど、もし声をかけ

られたらどうしようという気もしている。

だって、今まで仕事ばかりで地域のことを

してこなかった自分に声をかけてくれるこ

とはありがたいけれど、仕事ばかりしてき

た自分だからこそ、毎日通う職場が公民館

に変わっただけでのめりこんでしまいそう

で怖い部分がある。自分が本当にやりたい

ことを見つけたいと思っている。」という深

刻な発言が見られた。退職後すぐに地域活

動に入り込まない者もおり、「世の中のなに

かの役に立てるかなと思って行政のいろい

ろな養成講座にも行っている。いい話を聞

いて大事なことだと思う。でも、結局自分

にできることがなになのかは分からないま

までいると講習会の最終日が縁の切れ目に

なってしまう。誰か僕を見つけてこういう

あなただからこそお願いしたいと言ってく

れたらいいのに。」「最近は、僕らみたいな

暇で金に余裕のある高齢者を対象にした

サービスがたくさんある。やりたいと思っ

たことはすぐに取り組むタイプでいろいろ

試してみたけれど、もうやってみたいこと

はやりつくしてしまった気がする。このま

まの暮らしを続けていてもなんのために生

きているのか、いつまで続けるのか虚無感
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のようなものを感じ始めている。その正体

を知った上でこれからの生活を充実したも

のにしたい。」という声がある。 

ケアウィル講座参加者の多くが現在、年

齢相応に健康だと感じており、経済的な困

難も抱えていない。こうした自立的な生存

欲求が満たされている人々の中には、目の

前のこなすべき仕事を失いたくないと走り

続ける人がいる。一方、こなすべき仕事を

失うことを機に実存的な自分と向き合おう

とする人や、退職後にやるべきことややっ

てみたいと思っていたことをやり終えてし

まったと感じた時に実存的欲求に気づき充

足させたいと願いながらもその実存的な欲

求の正体に悩む人がいる。 

これらから、third-age の生涯発達には単

に情報を伝えるだけでなく、知識創造を前

提に実存的欲求に目を向け、自照する作業

が必要になることが明らかになった。さら

に参加者の言動の印象からコンセプトモデ

ルに配置してみた結果と、調査票 CASP19

による結果を参加者間で比較したものをそ

れぞれ当てはめてみたところ、Autonomy

要素については発言からの印象と調査票に

よる結果に一致しないものが多くみられた。

これについては、Autonomy を測定する５

つの質問内容の内、周囲との兼ね合いが関

わる部分が作用しているのではないかと考

えられた。 

 

B-2-2.必要とされるコミュニケーション

の検討 

研究開始当初は、男性の閉じこもりの要

因の１つは、バンデューラの指摘するよう

な常識の枠組みへの不適応（人々の常識の

枠組みは自分の周囲にのみあり、その枠組

み以外の場所での常識には頓着しなくなる

ため、居場所の急激な変更が人々を混乱さ

せる）にあると考えていた。研究会での検

討の中でも「～であるべき」「～しなければ

ならない」という思考の枠組みが周囲との

コンフリクトを起こしているという考え方

であった。 

研究参加者とプランニングの過程や生活

課題の検討を進める中で、一部にはそう

いった思考や発言も見られた。しかし、参

加者の多くは、今まで自分が「居る」と思っ

ていた家庭や地域の中での自身の不在に気

づいて困惑したり、都市部から U ターンや

I ターンしたか否かの違いはあるが、退職

を機に周囲との間合いの取り方にとまどい、

関係性の再構築を望みながらも、その方法

が分からずにいることが分かった。退職を

機に単身赴任先から帰宅した人の内、配偶

者の支援を受けられる場合は同居家族や地

域との接触をゆるやかに行なっている様子

が見られたが、同じ地に住みながら地域と

の接触がなく退職を迎えた人たちからは、

無沙汰をしていたことが申し訳なくて今さ

ら地域に出られないという者が多い。この

場合、１つの接触の機会と受け入れられる

経験をきっかけに地域との交流が生まれる

例が見られる一方、本人の遠慮から機会を

逸している例も見られる。受け入れられた

という感覚は、自分が相手を理解できてい

る、間違っていなかったという自信にもつ

ながる。こうした機会を遠慮の気持ちや自

信の無さから断ってしまわないための本人

の意識や家族への支援に加え、地域からの

ケアも必要だろう。 

また、退職を機に親の介護の必要から一

家が都市部からUターンする例も見られる。
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この場合は、環境の変化が家族全体に降り

かかることになる。特に郡部においては古

い風習の残る地域との関わり（地域活動の

負担）の問題を抱えてしまう例（特に妻が）

が多く、深刻になっていることが分かった。

これらの例から、社会との接触を断ってし

まう要因は、本人の努力だけではなく、受

け入れる周囲の環境にもあることが分かっ

た。今後は、進学や就職を機に出身地を離

れた人々が介護の必要から出身地に戻る例

も多くなるだろう。こうした地域レベルに

応じたケアウィル支援も今後の課題である。 

こうした課題を受け、老人クラブを始め

とした自治会の衰退、限界集落や高齢化す

る市街地の団地など地域コミュニティが抱

える問題を取り上げ、コミュニティ再構築

を主軸としたシンポジウムを開催するに

至った。 

 

B-3.シンポジウム開催 

本年度は、平成 26 年 3 月 29 日に富山大

学地域医療・保健支援部門主催で、地域保

健シンポジウム「健康な高齢社会を目指し

て」を開催した。同シンポジウムでは、高

齢社会におけるコミュニティの役割や高齢

者のコミュニティでの役割などについて意

見交換がなされた。 

１部では金沢工業大学臨床心理センター

長の塩谷亨氏による基調講演「コミュニ

ティが果たす新しい役割-インフォーマル

支援によるメンタルヘルスへのポジティブ

アプローチ-」でコミュニティ心理学の立場

からコミュニティの重要性を提起し、２部

には、パネルディスカッション「失われた

コミュニティの再構築を考える」で高齢社

会のコミュニティの在り方や高齢者の活躍

の可能性について行政、地域、大学からの

パネリストと会場の意見交流がなされた。 

 

C.倫理面への配慮 

本研究では、研究参加者および既存団体

において質問紙調査や面接調査を実施する。

したがって、個人情報を伴う調査研究であ

るため、データの管理、公表時の扱いにつ

いては、細心の注意を払う。具体的には次

の方策をとる。 

 研究で得たデータはできる限り持ち出

さない。 

 やむを得ず持ち出す際には、個人名等が

特定できないように工夫する。 

 資料整理等で申請者と研究分担者以外

がデータに触れる場合には、個人情報を

漏えいしない旨を確認する。 

研究成果公表時のインタビュー記録等に

は、仮名を使うことを基本とする。 

 

D.研究発表 

1.論文発表 

 なし 

2.学会等発表 

1)  藤森純子，立瀬剛志，本田徹，永田勝

太郎，中森義輝，関根道和：退職後の

社会参加に向けた実践報告 -男性退職

者を中心とした自律的社会支援実現に

向けた『ケアウィル』研究報告-，第 55

回老年社会科学会総会, 2013, 6, 4-6, 大

阪. 

2)  藤森純子，立瀬剛志：団塊世代のケア

ウィル，第 19 回日本実存療法学会，

2013, 10, 26, 東京. 

3)  藤森純子，立瀬剛志，永田勝太郎，須

永恭子．ケアウィルプランニングの実
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践と評価-老年期の生きがいを支える

対人領域構築の役割-，第 29 回日本ス

トレス学会総会，2013, 11, 8, 徳島. 

4)  藤森純子，立瀬剛志，新鞍真理子，中

森義輝，鏡森定信，永田勝太郎．3 年

間に渡るケアウィル実践研究事業概要

報告-厚生労働省政策科学推進研究補

助事業-，富山大学学際交流会，2014, 3, 

10. 富山． 

 

E.知的財産権の出願・登録状況 

1.特許出願 

なし 

2.実用新案登録 

なし 

3.その他 

なし 
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【関連資料】 
 
資料１．高齢者の退職後の活動パターンと課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料２．高齢社会における学習初期設定支援方法開発の必要性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホワイトカラーサラリーマンの退職後の課題
2010年12月作成

（
地
域
内
活
動
）

社
会
的
生
産
性

80歳60歳

（
企
業
内
活
動
）

経
済
的
生
産
性

大企業
（公務員含む）

大量退職

余暇の充実

シルバー人材センター

再雇用・転職・起業
一部のみ

適職が見つからない

中小企業
制度が大企業より柔軟

経営者（自営業含む）・定年の無い企業従事者
引退を自分で決めることができる

地域活動
ボランティア（有償含む）活動

自分のニーズを満たす居場所がない
自分のニーズを満たす活躍の場がない 閉じこもり

20年間
平均寿命退職

2013年12月改変

『生涯学習定義+高齢社会対策大綱（先行研究）』 『学習初期設定支援方法の必要性（ケアウィル研究）』

【生涯学習の定義】（文部科学省）
「自己の充実や生活の向上のために、人生の各段階での課
題や必要に応じて、あらゆる場所、時間、方法により学習者
が自発的に行なう自由で広範な学習」

学習者は、自分や社会に提供したい心遣いへの

意志を明確にし、自らの意志に基づく行動に対し、

社会からの支援を選択・獲得していく必要がある

- 共生社会を主体的に生きるための学習支援-
①一人ひとりの学習意欲を引出す援助
②問題を解決することができるような学習を深める援助
③問題を解決することができるような資源を獲得する援助

主体的な暮らしの実現に必要なのは、単なる
「暇つぶし」や「収集による自己満足」に終始し
ない、行動を前提とした意志のある前向きで
主体的な学習

care

will will

care

知識は、各自が自身のものとし、利用可能な状態にある情報である（雑

学的情報とは異なる）。学習によって知識を深めることは、ものごとを自身

の問題として捉え、自身の意欲に基づいて主体的に学ぶようになるスパ

イラルを持ち得るが、前向きな意志が欠如している場合、学んだことは知

識にならない。よって、支援者が単に情報を与えるだけでは、被支援者が

自身の知識を獲得し、行動に向かうことはできない。重要なのは、一人ひ

とりが「行動を前提とした知識」を持ちたい気持ちになることである。また、

その気持ちの前提として、関係性に基づく生き甲斐が重要となる。
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資料３．ケアウィルコンセプトモデル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料４．H25 年度ケアウィル講座広報資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D群；他律×非裁量

B群；自律×裁量A群；自律×非裁量

C群；他律×裁量

Autonomy閉じこもりハイリスク 元気高齢者

Control
Pleasure

Pleasure

Pleasure

Self-Realisation
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資料５．ケアウィル講座スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

H23（ 10時間＋発表2時間）4日間 H24（ 15時間）6日間 H25（ 20時間）4日間
オリエンテーション オリエンテーション オリエンテーション

地域社会と健康
鏡森定信 現代社会の豊かさと健康

立瀬剛志
現代社会の豊かさと健康

立瀬剛志

家庭経営-男と女の競争・協奏曲-
神川康子 自律支援のボランテイア活動を支え るために

―先進国の制度に学ぶ―
鏡森定信自己紹介心とからだの見つめ方

永田勝太郎

退職後における日々の暮らし高齢者を支援する社会の窓口
新鞍真理子 家庭経営-男と女の競争・協奏曲-

神川康子
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立瀬剛志
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高齢者を支援する社会の窓口

新鞍真理子

ケアウィルプランニング（実践）
ポジティブエイジングに向けて

密田博子高齢者を支援する社会の窓口
新鞍真理子

ランチ
仲間と作る生きがい

立瀬剛志 ポジティブ行動モニタリング
宮地正典

家庭経営-男と女の競争・協奏曲-
神川康子

ケアウィルプランニング表明（実践）
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藤森純子
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古川公成

ケアウィルプランニング表明（実践）
小林俊哉

ケアウィルプランニングに向けて
藤森純子

プランニングオリエンテーション
藤森純子

ケアウィルプランニング（実践）

ケアウィルプランニング（実践）

ランチ

プランニング表明オリエンテーション
小林俊哉

ケアウィルプランニング（実践）
ケアウィルプランニング表明（実践）

ケアウィルプランニング表明（実践）
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ケアウィルプランニング表明（実践）

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

20.0

19.0

H23～25年度 ケアウィル講座



15 
 

厚生労働科学研究費補助金政策科学総合(政策科学推進研究)事業 

分担報告書 

 

ケアウィル支援要素の抽出と退職期の介入タイミングの検討 
 

分担研究者：立瀬剛志 富山大学医学薬学研究部疫学・健康政策学講座助教 

 藤森純子 富山大学地域連携推進機構地域医療・保健支援部門コーディネーター 

 
 

伸びた高齢期をよりよく生きるためのケアウィル研究において、筆者らは元気に高齢者

生活を過ごしている生涯学習参加者を対象に 2 年にわたり調査を行った。またケアウィル

研究に基づいて実施されたケアウィル講座に参加した 3 期分の参加者からそれぞれデータ

を取り、向老期における社会的及び実存的な退職期の課題の把握、ケアウィル講座の受講

の意義や効果などを検証した。  

今回、こうした一連の調査を踏まえて退職後の QOL を維持し豊かに老いるための支援

要素の抽出と具体的支援策としての教育「ケアウィルプログラム」の検証を行う。 

60 歳以上の高齢者の調査研究においては、高齢期の QOL を社会参画状況及び能動性の

面から評価する CASP19 という指標を用いて行った。その結果、健康感を感じている・幸

福を感じている・孤独感がない・仕事の「経験」が現在の生活の役に立っている・社会的

関係が豊かである人は CASP 得点が高かった。また男性では十分な学習機会がある・孤立

していない・現役時の仕事が充実していたことも高齢期の QOL の高さと関連していた。

実際のケアウィル講座に参加した男性での調査では、退職期のタイミングによって効果が

表れる側面が違うことが示唆され、本講座の教育目的とした自己効力感の向上においては

退職前の対象者が、またケアウィル事業そのものの目標である高齢期の社会的 QOL にお

いては退職後の対象者において有意な上昇が見られた。また生きがい感の向上においても

本講座の効果は確認され、ケアウィル事業の特徴である実存（自己存在の意味）的側面の

支援成果を得た。 

これらの検証から、向老期においては、健康に加え孤独感や社会的関係の重要性、さら

に男性では仕事経験の豊かさやそれを生活に活かすための学習機会が重要であり、向老期

の人生の統合という側面を支援するケアウィル講座や修了生による自主的な勉強会は十

分価値があると思われる。また退職期の豊かな人生を支えるためには、退職前と退職後で

発達しやすい課題が違っており、退職後半年を超えた（自分の置かれた状況にある程度整

理がついた）タイミングでの介入は豊かな老年期をむかえるための QOL 支援においてよ

り効率的かもしれない。 
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１）向老期の QOL を支える支援項目の抽

出 

A. 研究目的 

昨年度までの研究結果から、高齢期の社

会的 QOL に対しては、健康感に加え、地

域活動や現役時の仕事経験の生活への活用

が保護的に関連し、現在学習機会があるこ

とや現役時に働き甲斐があったことが便益

として関連していたことが分かった。これ

ら高齢期の活動との関連性は主に向老期に

おける生き方の指南としても社会環境整備

のためにも重要な知見であるが、高齢期の

社会的課題である孤立や社会的関係の質な

どにおいては具体的な検証に至っていない。

また、ケアウィル事業の目標に掲げられる

向老期の QOL という側面において、自己

効力や社会的効力との関連がみられたもの

のそれらはどのような暮らしの状況が反映

されているのかについても詳細な検討が必

要である。 

今回、こうした課題に対して、具体的な

暮らしの状況と QOL との関連を検討する

ことにより、実際の社会においてどのよう

な具体的支援が向老期の豊かな暮らしに必

要なのかについて検討する。 

 

B. 研究方法 

対象 

本研究の対象は、富山県の高齢者を対象

とした市民講座参加者（60 才以上の男女

416 名）である。2012 年 7～8 月に実施した

無記名での自己記入式アンケート回答者

346 名（回収率 83.7％）のうち年齢・性に

回答した男性 129 名（平均年齢 74.8±6.3

才）、女性 217 名（平均年齢 72.4±5.7 才）

を分析対象とした。 

測定項目 

高齢期の QOL の測定にはロンドン大学

で開発された高齢期の社会学的 QOL 尺度

CASP19 をバックトランスレートして使用

した 1)。 

高齢期の社会生活においては一般に健康

との関連において重視されているボラン

ティア・学習参加・地域活動に加え、それ

らを支える家族形態や収入の有無などが社

会生活の指標となる。一方、高齢期におい

ては幸福感や QOL が高まることが示唆さ

れているが、それは孤独や孤立という社会

的関係に大きく依存するとされている。こ

うしたことを踏まえ、１）基本的生活状態

（配偶者の有無・同居の有無・年金を除く

収入の有無・慢性疾患の有無）、２）社会生

活状態（ボランティア・地域活動・学習機

会・家庭裁量・仕事の生活活用・現役時の

仕事充実・家庭志向）、３）社会的関係状態

（協働者・話し相手・親しい人・理解者・

心の通う相手・人付き合い・円満な対人関

係・孤立状態それぞれの有無）を今回の検

証項目とし、男女別にそれぞれの変数の有

無が QOL（CASP19）得点の違いと関連し

ているかを検討した。 

 

C. 結果 

表 1 は、対象者の特性を示したものであ

る。 

基本的生活状態においては女性と比べ男

性は 75 才以上の者が多く、配偶者があるも

のも多い一方、女性は配偶者を除く誰かと

同居している人が多い。社会生活状態にお

いて男女で違いが見られたものは、ボラン

ティア活動の有無で男性の活動参加割合が

高い。また社会的関係状態は多くの場合女
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性が良好で、話し相手・親しい人・理解者・

心の通う人・人付き合いがある（またはい

る）人は男性よりおよそ 10％程度多い。慢

性疾患においては男性は女性よりも有病率

が高いが、その他の身体・心理状態である

孤独感・健康感・幸福感で男女の違いはみ

られず、今回のアウトカムである CASP19

においても男女間で違いは見られない（男

性 41.4±6.08、女性 42.0±5.98）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 2 は男女別の QOL（CASP19）得点の

それぞれの項目の有無（または高低）によ

る違いである。 

① 基本生活状態 

まず個人の生活の基盤となる配偶者の有

無・同居の有無・年金を除く収入の有無に

関しては男女ともに CASP 得点の違いは見

られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 社会生活（態度含む）状態 

社会生活状態で男女とも有意な差が見ら

れたのは仕事の経験が現在の生活に役立っ

ているか否かであった。加えて女性におい

ては仕事の内容そのものが現在の生活に役

立っていても QOL が高い。女性において

は地域活動の有無が、一方男性では学習機

会の有無が QOL の高低に関連しており、

また現役時の仕事が充実していた男性の

QOL が高く、家にいることが好きという女

性の QOL が低かった。 

③ 社会的関係状態 

社会的関係においては、ほとんどの項目

で男女とも有意な差が見られ、話し相手が

いる・親しい人がいる・理解者がいる・心

の通いあう人がいる・人付き合いがある・

表1．対象者（60才以上）の特性
男性(n=129) 女性(n=217) p- value

年齢 %(CASP除く） %(CASP除く）
60-74 52.0 66.2
75以上 48.0 33.8 0.010

配偶者あり 92.2 62.8 <0.001
誰かと同居
(妻を除く）

32.3 67.7 0.032

収入（年金除く） 34.6 25.4 0.067
社会生活（態度含む）

仕事内容活用 67.5 68.3 0.872
仕事経験活用 77.6 71.7 0.195
現役時充実 72.9 63.7 0.095
ボランティア 46.5 32.1 0.008
地域活動 74.0 71.4 0.597

十分な学習機会 25.0 22.0 0.536
家庭裁量 49.6 41.9 0.179
家好き 20.5 22.8 0.624

社会的関係
協働者 74.0 74.0 0.994
話し相手 88.5 94.5 0.038
親しい人 87.0 95.7 0.004
理解者 75.0 88.1 0.002

心の通い合う人 80.0 90.7 0.006
人付き合い 60.7 76.8 0.002

円満な対人関係 80.2 87.1 0.094
孤立 16.6 12.7 0.356

身体・心理状態
孤独感 14.6 11.9 0.473

慢性疾患 73.6 63.2 0.050
健康感 76.7 75.5 0.790
幸福感 89.0 88.0 0.795

CASP平均値 41.4(6.08) 42.0(5.98) 0.495
※χ2乗検定（CASP平均値はt－検定）

表2．男女別CASP19得点の違い

あり なし p-value あり なし p-value
属性

配偶者 41.7 38.4 0.176 42.2 41.5 0.457
誰か同居 42.1 41.2 0.510 42.1 41.8 0.751

収入（年金除く） 41.0 41.7 0.559 42.9 41.6 0.279
社会生活（態度含む）

ボランティア 42.1 40.8 0.301 41.9 41.8 0.941
地域活動 41.4 41.6 0.916 42.7 39.7 0.006
学習機会 43.7 40.7 0.034 43.9 41.7 0.063
家庭裁量 42.2 40.6 0.192 42.8 41.8 0.802

仕事内容生活活用 42.1 40.0 0.103 42.8 39.8 0.007
仕事経験生活活用 42.2 38.7 0.022 42.9 39.5 0.002
現役時仕事充実感 42.6 38.7 0.004 42.6 40.9 0.113

家好き 40.7 41.7 0.526 40.1 42.5 0.014
社会的関係

協働者 41.8 40.4 0.309 42.9 39.3 0.001
話し相手 42.3 33.9 <0.001 42.4 34.8 0.001
親しい人 42.2 36.6 0.001 42.5 34.1 <0.001
理解者 42.5 38.1 0.002 42.7 36.8 <0.001

心の通い合う人 42.5 37.3 0.001 42.7 36.2 <0.001
人付き合い 42.4 39.5 0.024 42.9 39.2 0.001
円満関係 42.5 37.4 0.001 42.8 37.0 <0.001

孤立 37.1 42.2 0.003 39.1 42.5 0.114
身体・心理状態

孤独感 34.7 42.4 <0.001 38.1 42.4 0.009
慢性疾患 41.3 41.4 0.951 41.7 42.5 0.384
健康感 42.4 38.3 0.005 43.0 37.9 <0.001
幸福感 42.5 34.6 <0.001 42.6 36.3 <0.001

t-検定

男性 女性
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人と円満な関係にあることは、そうでない

人と比べ男女ともに QOL が高い。女性にお

いては協働者がいること、男性においては

孤立していないことも重要な要素であった。 

④ 身体・心理状態 

これまでの結果を踏まえ今回再検討した

健康感・幸福感・慢性疾患・孤独感それぞ

れの有無は慢性疾患の有無を除き、すべて

の変数で関連が示された。 

最後にこれらが年齢を調整しても有意な

差があるか共分散分析を用い検討した。 

社会生活状態においては、男女とも表 2

で有意であった変数は同様に有意な差を認

めたが、女性においては、男性と同様学習

機会の有無と現役時の仕事の充実が新たに

有意差を認めた。社会関係状態においては、

男女とも表 2 で有意であった変数は同様に

有意な差を認めたが、女性における孤立感

が男性と同様に有意な差を認めた。身体・

心理状態においては、表 2 で有意であった

健康感・幸福感・孤独感の有無は年齢を調

整しても有意に CASP と関連していた。 

またこれらの違いに対してどの程度年齢

を考慮すべきかを検討するために、共分散

分析にて年齢（連続量）との交互作用が認

められた変数においては、75 歳にて前期－

後期高齢に分け、各変数の高低（または有

り－無し）で 2 元配置分散分析を行った。

各変数と前期－後期高齢で CASP の得点差

が変わらない群、高齢に伴い CASP の得点

差が大きくなる群、小さくなる群のいずれ

の群もみられたが、女性における「仕事経

験が現在の生活に役に立っているか否か」

を除き前期－後期高齢間での交互作用は認

められなかった。 

 

D. 考察 

今回の検討において高齢期の社会的

QOL に対しては、健康状態や社会活動が重

要であるというこれまで報告されてきた結

果に加え、それぞれの社会生活状態と QOL

との関連において男女差が認められた。ま

た社会活動を下支えすると考えられる社会

的関係が QOL の重要な要素であることが

確認され、これら要素は男女ともほとんど

の項目において QOL と関連していた。 

具体的な社会活動において、女性では地

域活動が、男性では学習機会が QOL と関

連していた。地域活動の心理的効果や QOL

に対する効果については多く研究されてい

るが、ADL を踏まえた身体活動量や外出の

目的となる個人のネットワークの重要性に

関する背景において、こうした活動を通し

身体的にも対人的にも健康であることが報

告されている 2)。一方、今回 QOL と社会生

活の関連を検討した中でボランティアにお

いては、男女とも QOL との関連が見られ

ない。シーグリストは今回使用した CASP

を用いボランティアやケアとの関連を検証

しているが、ここでは互酬的な活動である

かどうかが重要であったと報告されている
3)。これらから男性にとっての地域活動、

また日本におけるボランティアは互酬的に

なりにくい性質のものであるかもしれない。

特に男性にとっての地域活動は使命感に基

づく地域での仕事といった性格を帯びるこ

ともあり、高齢期における精神的な成長を

助ける学習機会のようにストレス対処能力

を上げる要素の方がより QOL の高さとも

関連するのかもしれない 4)。 

また仕事経験の生活への活用は男女とも

QOL と関連していたが、女性の場合年齢と
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の交互作用が見られた。これらはネット

ワーク形成のための仕事経験活用なのか実

際の活動における仕事経験の活用なのかは

わからない。更に女性においては仕事内容

そのものの活用についても関連していた。

今回の対象者がどのような仕事を現役時に

行っており、それがどのように役立ってい

るかは明確ではないが、人生の統合をはか

る際に仕事というものが大きな役割を持つ

ことは十分に考えられる 5)。単変量解析で

男性においてのみ関連が見られた現役時の

仕事の充実が、年齢を調整すると女性にお

いても有意差が見られたことから、ある年

齢帯において（または退職後のある時期に

おいて）豊かな高齢期に向かうには現役時

やその後の仕事による人生の充足という側

面を考慮する必要がある。また女性におい

て「家にいるのが好き」という性格傾向に

基づく社会生活状態も関連していた。男性

と違い女性においては外に積極的に出て繋

がりを求める者がより QOL が高くなるこ

とが推察される。 

こうした男女の違いが多くみられる社会

活動と QOL との関連は特定の活動に対す

る個人の意義や態度の違いを反映する一方、

対人関係においては男女の別なく向老期の

QOL を左右する支援のもっとも重要な部

分であることが考えられる。 

今回検討した社会関係項目のほとんどに

おいて男女ともより豊かな対人関係を持つ

者で QOL が高いという結果を示した。ま

たそれらの社会関係と併存する心理的な孤

独感においても男女とも有意な違いを示し

ている。一方、孤立においては単変量解析

では男性のみで有意な差が見られ、年齢を

調整すると女性にも有意な関連が見られる

項目であった。このことは他者とのつなが

りにおいて主観的な孤独感は一貫して重要

な項目である一方、孤立に対しては状況そ

のものが一概に QOL の低さと連動しない

ことを意味するように思われる。また男性

においては協働者の有無に有意な関連はみ

られなかった。今回の調査から協働者とは

具体的にどのような人物を指すのかまでは

想定できないが、こうした男女の違いは高

齢期の QOL を支援する上で熟慮して実施

する必要があるだろう。 

 

E. 結論 

今回、高齢期の QOL を検証するにあた

り、どのような生活状態が QOL を向上さ

せるかということを視点に分析を行った。

地域活動や学習機会といったこれまでも重

視されてきた活動に加え、目に見えにくい

社会的関係の重要性も加えて明らかになっ

た。本来高齢期の支援においてはその個人

が自分の人生を自分自身の選択によって生

きていくための多様性の確保が重要と思わ

れる。そのために多種多様な支援が行われ

ていくべきであるが、その際に共通するの

は社会的関係の豊かさであろう 6)。だれに

でもそれぞれ生きてきた人生があり、そし

てこれからも歩んでいく人生がある際に、

誰かの存在に根差したり、誰かと理解を得

ながら向老期をむかえることはケアのある

人生そのものと考えられる 7)。このように

「本質的なケア」のある人生を支援する際

に支援する側の態度としてその人たちの社

会的関係がどのようにあるのか、また支援

によってそれらがどの程度豊かになるのか

を考えながら関わっていくことの重要性が

今回の結果から得られたと考える。これは
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まさに個人の自律性を重視した支援の在り

方の必要性を示唆しているものと思われる
8)。 

 

２）介入のタイミングによるケアウィルプ

ログラム効果の検証 

A. 研究目的 

ケアウィル事業の目的である「伸びた寿

命を周囲の迷惑にならないことを目的に生

きるのではなく、社会的な視点からも健康

でポジティブな姿勢で過ごす」ために、実

存的視点からの生きがいや人生の質を支援

するためのケアウィルプログラムを 23 年

度より 3 回実施した。本プログラムの評価

については、昨年度中間的なものを実施し、

プログラムによる一般的な自己効力感の向

上効果を報告した 9)。また特異的な自己効

力である社会的効力の向上はプログラム実

施期間では見られず、修了生による勉強会

にて継続的に社会的関係を豊かにしていく

必要性が確認された。今回 3 回にわたるケ

アウィルプログラムを実施し、一定数の修

了生を輩出したことから、成果目標として

掲げたいくつかの心理的実存的効果が得ら

れたか、また退職期のどの時期にある人々

にそれらが有効であったかを検証する。 

 

B. 研究方法 

本事業において 23 年度から 25 年度にか

けて３度実施された「ケアウィル講座」の

参加者（第 1 期生 23 名・第 2 期生 18 名・

第 3 期生 13 名）を対象とした。参加者は定

年退職前後 5 年以内の男性であり、55 才か

ら 68 才であった。 

参加者には研究の同意を得て受講しても

らい、初日と最終日に高齢期の社会的 QOL

及び自己効力尺度（一般的自己効力及び社

会的自己効力）を測定した 10－12)。また本プ

ログラムが目指す向老期における人生の統

合度の指標として今井らが開発した生きが

い指標 ikigai9 も併せて使用した 13)。 

 

C. 結果 

表 3 は対象者の受講集団の特性の違いを

表したものである（表中 1 期生・2 期生・3

期生はそれぞれ年度単位の参加順を示す）。

1 期生の平均年齢は 60.2 才、2 期生は 61.3

才、3 期生は 63.2 才であり、1 期生と比べ

て 3 期生の年齢が高い。また退職後の経過

年数も 1 期生より 3 期生が長い結果となっ

た。また一般的自己効力である GSE（1 期

生と 3 期生）、社会的 QOL を示す CASP、

また生きがい感を示す ikigai9（2 期生と 3

期生）においては、３つの受講集団で受講

前後の変化量に違いが見られなかったが、

社会的効力感を示す SSE では 1 期生に比べ

3 期生で有意な上昇がみられた。 

 

 

 

 

 

 

次に今回ケアウィルプログラムの目標変

数である GSE・SSE・CASP・ikigai 尺度の

受講前後での変化量との関連において参加

者の属性や特性などの違いを検討したとこ

ろ、配偶者の有無以外の項目においてはこ

れらの尺度の変化量との関連はみられな

かった。配偶者の有無に関しては、配偶者

のいない人において社会的効力（SSE）が

上昇している（表 4）。 

表３．対象集団（１～3期生）における違い
1期生 (n=21) 2期生 (n=14) 3期生 (n=13) p値

年齢 60.2 (3.31) 61.3 (3.73) 63.2 (2.59) 0.036 (Ⅰ<Ⅲ)
退職期 -1.22 (2.66) -0.12 (2.66) 1.65 (2.46) 0.008 (Ⅰ<Ⅲ)
（前後年数）
効果指標（変化量）
GSE 2.05 (2.41) - 0.38 (3.52) 0.117
SSE -1.47 (3.97) 0.36 (2.27) 1.69 (1.89) 0.017 (Ⅰ<Ⅲ)
CASP -0.38 (4.99) 0.21 (4.77) 2.30 (4.31) 0.276
ikigai9 - 1.46 (3.31) 2.15 (4.20) 0.645

※1・2期は55歳以上、3期は59歳以上
GSEは1期及び3期のみ(n=33)、ikigai9は2期及び3期のみ(n=26)

平均値（SD) 平均値（SD) 平均値（SD)
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表 5 は 3 回の受講生全体における各目標

変数（２つの効力と社会的 QOL 並びに生

きがい）の受講前後の平均値を示したもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の中間評価同様一般的自己効力

（GSE）は有意に上昇していた。加えて生

きがい（ikigai9）の総合点も有意に上昇し

ていた。これらの目標指数を退職期前後半

年を境に 3 群に分け、タイミングによる効

果の違いを検証した結果、一般的自己効力

（GES）の向上は退職前 6 カ月以前で、ま

た退職後6カ月以降では社会的QOL（CASP）

の向上が確認された。 

最後に今回受講前後に有意な上昇を示し

た生きがい指標 ikigai9 において尺度を構

成する３つの下位尺度別に検討を行った

（表 6）。 

 

 

 

 

ikigai9 を構成する３つの下位尺度（下位尺

度Ⅰ「生活・人生に対する楽天的・肯定的

感情」、Ⅱ「未来に対する積極的・肯定的姿

勢」、Ⅲ「自己存在の意味の認識」）のうちⅢ

のみ有意に上昇していることが確認された。 

 

D. 考察 

今回、本研究事業の柱となるケアウィル

講座をいくつかの目標指数並びに介入のタ

イミングという視点から複合的な評価を

行った結果、退職期のタイミングによって

効果が表れる側面が違うことが示唆され 14)、

講座そのものにおいてその向上を目的とし

た一般的な自己効力感においては退職前に、

またケアウィル事業そのものの目標である

社会的 QOL においては退職後の人々で有

意な上昇が見られた。また生きがい感の向

上においても本講座の効果は確認され、ケ

アウィルに特徴的な要素である実存（自己

存在の意味）における支援成果を得た。 

また今回の受講生においては 3 期生が年

齢が高くまた退職からの期間も長い集団で

あった。このことは１・2 期生の成果を受

け退職後に速やかにケアウィルプログラム

を受講することが望ましいという判断の下、

25 年度のプログラムは参加最低年齢を 55

才から 59 才に引き上げたことが理由に

なったと思われる。そのため退職後の者が

多く、年齢も高いことが社会的効力の向上

と関連していたかもしれない。また対象者

の属性や特性の違いによる目標指数の変化

の違いは配偶者の有無にしか見られなかっ

た。このことは本プログラムが退職期にあ

る男性の様々な社会的状況によって対象者

が制約されないことを示唆する。唯一変化

量に関連があった配偶者の有無に関しては、

表5．各目標指数の受講前後の得点（退職期別）
p値

全体 n
GSE 33 8.4 (3.34) 9.8 (3.73) 0.011
SSE 48 21.1 (3.12) 21.0 (2.58) 0.862
CASP 48 41.4 (5.41) 41.9 (5.31) 0.455
ikigai9 26 28.8 (5.47) 30.6 (4.53) 0.02

退職期 ＞前６カ月
GSE 11 8.0 (2.56) 10.8 (2.35) 0.003
SSE 17 20.9 (3.05) 21.2 (2.63) 0.750
CASP 17 42.1 (5.46) 41.9 (5.74) 0.895
ikigai9 7 28.1 (6.07) 28.1 (3.76) 1.000

≦前後６カ月
GSE 10 8.0 (3.30) 8.3 (3.09) 0.678
SSE 15 20.8 (2.96) 19.6 (2.32) 0.164
CASP 15 40.7 (4.61) 40.7 (4.06) 1.000
ikigai9 6 26.7 (6.05) 29.5 (3.01) 0.149

＞後６カ月
GSE 12 9.0 (4.11) 10.0 (4.95) 0.362
SSE 15 21.0 (3.14) 21.9 (2.33) 0.220
CASP 15 40.3 (5.01) 42.6 (5.92) 0.049
ikigai9 12 29.8 (4.90) 32.2 (5.01) 0.058

※GSEは1期及び3期のみ(n=33)、ikigai9は2期及び3期のみ(n=26)

前平均値（標準偏差） 後平均値（標準偏差）

表6．ikigai9下位尺度得点
(n=26)
人生肯定感情 9.4 (2.54) 9.7 (2.13) 0.218
未来能動態度 11.1 (2.35) 11.6 (1.99) 0.157
自己存在意味 8.5 (1.70) 9.5 (1.88) 0.013
※2期生・3期生のみ

前平均値（標準偏差） 後平均値（標準偏差）

表４．配偶者の有無と各変化量
p値

GSE 1.28 (2.67) 2.3 (5.12) 0.115
SSE -0.33 (3.53) 1.1 (1.25) 0.024
CASP 0.55 (4.20) 0.4 (7.46) 0.199
ikigai9 1.30 (2.59) 3.5 (3.99) 0.210
※GSEは1期及び3期のみ(n=33)、ikigai9は2期及び3期のみ(n=26)

平均値（SD) 平均値（SD)
有り なし
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年齢や退職後の年数と同様、社会的効力の

向上と関連しており、退職して年数がたっ

ており高い年齢にある独身者は人とのつな

がりを重視する傾向にある背景が効果とし

て現れたかもしれない 6)。 

また本年度までの対象者すべてにおいて

ケアウィル講座の達成目標とした一般的自

己効力は講座前後で有意に向上していたと

ともに、ケアウィル事業の特徴的な側面で

ある生きがい支援においても有効であった

ことが示唆された。またタイミングにおい

ては退職の 6 カ月より前であることが一般

的な自己効力を上げやすく、一方退職後 6

カ月を経た後は社会的 QOL を上げやすい

という結果が得られた。これは退職前はい

わゆる予防的な態度で臨むことと、退職後

は一旦自分のある状況を受け止めこれから

の人生をどのように変化させ、あるいは受

け入れていくかという態度で臨むことの違

いが現れたように思われる。退職前では周

到な準備への意欲または退職をスムースに

迎えたいなどの達成動機が根底にあると思

われるが、退職を経て退職期での努力や準

備から向老期を受け入れる精神的態度その

ものに関心が移行している可能性がある。

こうしたことは退職によくみられる「自分

にとって何がおこったか全くわからなかっ

た」という経験を経ることによって身に付

く態度かもしれない 5)。また退職前後 6 カ

月というのは参加希望も多いタイミングで

あったが、効力や QOL などは参加前後で

ほとんど変化がみられない。退職直前の仕

事の整理または退職直後の混乱や喪失感な

どが学習効果を低めている可能性がある。

しかし本プログラムにおいては講座修了後

も受講者間の勉強会という形で講座で学ん

だことを復習する機会があること、また本

プログラムの最も特徴的な側面である生き

がい支援においては一定の上昇がみられた

ことなどから退職直前・直後の受講も意味

があるものと思われる。実際講座に申し込

む人は退職直前にある人が多く、退職に対

する漠然とした不安を抱えている人も多い。

今後退職における備え・不安の解消そして

受け入れという３つの段階を系統立てて退

職期の支援を考えていく必要があるだろう。 

また生きがいへの支援の側面においては、

人生への肯定的感情や未来への能動的態度

ではなく自己存在の意味のみが特異的に上

昇したという結果が得られた。これはケア

ウィルプログラムを全面的に支える実存療

法や人生の統合という視点でのプログラム

の効果を表すものである 5, 15)。本プログラ

ムはエリクソンのいう人生の統合という発

達課題に加え、フランクルが重視してきた

人生の意味（実存的自己）を中心に講座の

コンテンツが構成されている。またプログ

ラムの核となる個々人の退職後の豊かな人

生に向けたものについては、プランニング

を通して他者との関係性の中で向老期をむ

かえることの重要性を認識するために自

己・社会・そして成長という３つの視点で

自分を振り返る機会があり 16)、さらに発表

会を通して各人が考える生きがいや重篤な

疾患によって生き方を考え直した事例など

に触れる機会がある。このように実存的な

視点を盛り込んだプログラムは、人生を考

える様々な形での情報提供や情報共有を生

み、自己存在の意味を認識し生きがい感の

向上において効果が認められたものと思わ

れる。 
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E. 結論 

今回、3 年にわたり開催したケアウィル

講座の評価において、向老期の QOL 向上

の資源とした一般的な自己効力の向上に加

え、プログラムの根底にある実存的生きが

いの向上を講座参加者のデータより確認し

た。昨年度の中間評価と同様社会的な効力

感は講座によって十分な効果はみられな

かったものの、年齢が高い層においては向

上しており、また修了生による継続的な勉

強会もプログラムの一環として扱うことで、

今後これらすべての要素を積極的に支援し

ていくことが可能である。さらに、退職期

のタイミングによる効果の違いも確認され

た。退職期の支援において準備期（半年以

前）・経験期（半年前後）・整理期（半年以

降）で変化する側面が違うことは、それぞ

れの退職期に対する態度の違いが反映した

と思われる。一方、人生の意味の模索や人

生の統合を支援するという本来の目的にお

いて参加者が自己存在の意味を再確認し生

きがい感を向上させたことは本プログラム

の妥当性を意味するものと思われる。これ

は①講座（基礎知識の提供）に加え、②プ

ランニング、③発表会という一連の教育プ

ログラムの構成と、人生における実存的価

値を根底に据えた支援が一定の成果を収め

たものと考えられる。さらに向老期という

発達段階において年齢がより高いまたは退

職後期間のより長い者においてより社会的

効力や社会的 QOL が向上するという結果

は、人生の最も重要な側面である人との繋

がりに焦点を合わせた生活への転換という

点においてもケアウィルプログラムの貢献

を示唆するものと考えられる。 

 

F. 研究発表 

学会発表 

1)  藤森純子，立瀬剛志，本田徹，永田勝

太郎，中森義輝，関根道和：退職後の社

会参加に向けた実践報告 -男性退職者を

中心とした自律的社会支援実現に向けた

『ケアウィル』研究報告-，第 55 回老年

社会科学会総会，2013, 6, 4-6，大阪. 

2)  藤森純子，立瀬剛志：団塊世代のケア

ウィル，第 19 回日本実存療法学会，2013, 

10, 26，東京. 

3)  藤森純子，立瀬剛志，永田勝太郎，須

永恭子．ケアウィルプランニングの実践

と評価-老年期の生きがいを支える対人

領域構築の役割-，第 29 回日本ストレス

学会総会，2013, 11, 8，徳島. 

4)  藤森純子，立瀬剛志，新鞍真理子，中

森義輝，鏡森定信，永田勝太郎．3 年間

に渡るケアウィル実践研究事業概要報告

-厚生労働省政策科学推進研究補助事業-，
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価値創造の視点からのケアウィル講座の評価 
 

 

分担研究者：中森義輝 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科教授 

 

1. はじめに 

本分担研究においては、分担者が研究開発を続けている「知識構成システム論」1に基づ

いて、ケアウィル講座の評価及び参加者自身の自己評価を実施してきた。1 年目は、知識

構成システム論を発展させたケアウィル講座の評価モデルを作成し、「知識創造」の視点

から参加者に講座の評価と自己評価を実施してもらった。2 年目は、「知識構成システム論」

の中の「知識の連続的再構成モデル」を用いて、参加者の「意欲創造」を調査する手法を

開発し、1 年目及び 2 年目の参加者に対してアンケート調査した。そして最終年度は、ケ

アウィル講座は一種のサービスシステムであるが、参加者の前向きな努力がなければ価値

が創造されないことを考慮し、どのような「価値創造」がなされたかを調査することによ

り、ケアウィル講座の評価に結び付ける。 

 

2. 価値創造について 

サービスシステムと言われて連想するものは非常にたくさんある。例えば、レストラン、

ホテル、デパート、バス、タクシー、上下水道、電気、病院、保育所、学校、学習塾など、

すべての経済活動はサービスであると言っても過言ではない。ここで、サービスの価値に

ついて考えるとき、二つのグループにグルーピングできる。一つは、顧客が受容するサー

ビス価値に対価を支払うが、顧客自らが努力してその価値を創造するものではないグルー

プで、レストランやホテルが含まれる。利用者にとって、価値は利用料金の価値と等価で

あるとみなされる。一方、利用者自らが努力しなければ大きな価値が創造できないグルー

プが存在する。英語塾などが典型であり、高い授業料を支払って受講しても、十分な予習

復習により成果を挙げなければ価値創造につながらない。病院にしてもそうである。医者

から適切な診療やアドバイスを受けても、自ら摂生しなければ、繰り返し診療を受けるこ

とになる。 

このように、サービスシステムと言っても、病院、クリニック、スポーツジムなどのよ

うに、指導に従って自己管理するかどうかで価値が変わるサービスシステムが存在する。

また、学校、学習塾、ピアノなどの習い事のように、システムへの入力要素（サービス受

                                                 
1中森義輝, 知識構成システム論, 丸善株式会社, 2010 年 
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）と想定する。また、それぞ

Evaluative）、

Social action）

Integration）」

）。これにより、知識は創造さ

に示すように、科学・実際の領域、社会・関係の領域、認識・心理の領

 

 

真に知ることは必ず実行を伴う。知と行とは表裏一体で別のものではないという説。中国の明の時代に王陽明が唱えた儒
学の思想で知（知識）と行（行動）は合一（合致）していなければならないという考え。知識が先で実践は後からという宋
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4. ケアウィル講座の価値 

本年度はケアウィル講座受講生に対して表 1 に示すアンケート調査を実施した。 

 

表 1：ケアウィル講座の価値に関する調査項目 

【理】自分にとっての新しい情報 価値の高い順に３つ程度 

【縁】新しい関係性（再認識を含む） 重要と思う順に３つ程度 

【想】自分で考えた新しいアイデア 実行したいと思う順に３つ程度 

【知】新しい提案（報告）の価値 自分にとって 

家族にとって 

社会にとって 

講座にとって 

【行】新たに発見した課題 克服すべき課題を３つ程度 

 

調査は、過去 3 年間の全受講生に対しして実施した。毎年全く同じ内容の講義が実施さ

れたわけではないので年によって多少のばらつきがある。共通している回答を以下に列挙

する。 

 

【理】自分にとっての新しい情報 

 健康面について：医学的見地に加えて、社会的な分析 

 精神面について：精神面の向上によって健康面、経済面の問題解決につながること 

 社会面について：仲間づくりや社会活動への参加の重要性 

 

【縁】新しい関係性（再認識を含む） 

 家族について：配偶者との関係の重要性の再認識 

 地域について：地域住民との新しい関係の構築の重要性 

 仲間について：価値を共有する仲間の必要性（会社や趣味の仲間を含む） 

 

【想】自分で考えた新しいアイデア 

 目標を創造すること：「特にない」が多いが、目標を創らなければという意識は芽生え

た 

 健康を維持すること：健康維持のための行動について考え始めた 

 関係を構築すること：（具体的ではないが）仲間づくり、NPO づくりについて考え始

めた 
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【知】新しい提案（報告）の価値 

 自分にとって：自分を見つめなおす機会を得た（ただし、新しい提案には至っていな

い） 

 家族にとって：互いを尊敬しあうことを再認識した（具体性は、まだ乏しい） 

 社会にとって：社会に貢献できることの重要性・喜びを認識した（具体性は、まだ乏

しい） 

 講座にとって：講座の維持発展に貢献したい（ただし、そのレベルに達していない） 

 

【行】新たに発見した課題 

 目標設定：目標を創ること自体が大きな課題（生きがいを発見すること） 

 関係構築：家族関係、地域の人々との関係の再構築（特に、地域での役割を創造する

こと） 

 健康管理：健康な身体を維持すること（体力を向上、脳を活性化すること） 

 

5. 結論 

以上から、ケアウィル講座に参加することによって意識レベルは向上していると断定で

きるが、講座への出席だけでは具体的な目標づくりには至っていない。すなわち、受講生

にとっては、多くの情報は入手したが、知識、すなわち新しい価値が創造されるに至って

いない可能性がある。今後、修了生による「ケアウィル勉強会」を持続的に運営すること

により、目標づくりとその実践、改善というサイクルが必要である。実際に、成功事例を

創っていかなければ、ケアウィル講座の価値が認識されることは難しいだろう。この 3 年

間の受講生の以上のような価値判断から、ケアウィル講座の中で、情報の提供を必要最小

限にして、目標づくりの方法論を徹底的に教示し、受講生の目標づくりの時間を十分にと

り、具体的な目標を設定させることを徹底させることが必要である、ということが一つの

結論である。このような講座の改革を踏まえて、一段高いレベルのケアウィル講座を開始

する必要がある。その際には、一度受講した人達にも再度受講してもらうことが重要であ

る。要するに、同じような志を持った人々の量的拡大を図れば、量が質に変換していく、

すなわち情報が知識に変換していき、講座の価値が認識されることにつながるであろう。 
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厚生労働科学研究費補助金政策科学総合(政策科学推進研究)事業 

分担報告書 

 

高齢者における老後の準備と将来の不安との関連 
 

 

分担研究者：新鞍真理子 富山大学大学院医学薬学研究部准教授 

 

 

要旨 

老後の準備状況と将来に対する不安との関連を明らかにするため、老人クラブの会員に

アンケート調査を実施し 247 名の調査票を分析した。対象者は、男性 133 名、女性 114 名

だった。平均年齢は 71.6±5.4 歳であった。老後の準備を始めた人は、207 名（83.8％）で

あった。もう少し早く老後の準備を始めれば良かったと後悔している人は 69 名（27.9％）

であった。将来に対する何らかの不安を感じている人は 225 名（91.9％）であった。老後

の準備と後悔との関連はみられなかった。また、経済面の老後の準備と経済面に対する将

来の不安、住宅の老後の準備と住宅に対する将来の不安、健康に関する老後の準備と健康

に対する将来の不安、健康に関する老後の準備と介護に対する将来の不安、趣味・生きが

いに関する老後の準備と地域社会との関わりに対する将来の不安には、それぞれ有意な差

はみられなかった。老後の準備は、将来の不安に直接、関連していないことが示唆された。 

 

A. 研究目的 

平均寿命の延伸により「人生 50 年」から「人生 80 年」の時代となった今日、定年退職

後と重なる高齢期の過ごし方が課題となっている。高齢期は、心身の不調や定年退職等に

よる社会的役割の喪失、配偶者や親しい友人の死に遭遇する機会が増えるなど精神的に落

ち込みやすい状況が多くみられる。しかし、このような状況のなかにおいても、生きがい

を持ち健康で活力ある生活を行い、シニアライフを楽しんでいる高齢者がたくさんいる。

定年退職後は、第二の人生やセカンドライフと呼ばれ、新しい生活設計が必要とされてい

る。壮年期から高齢期へ安心して移行でき、円滑に適応するためには、身体的、社会的、

心理的側面からの準備が必要である。 

本研究は、現在、高齢期にある人々が、いつから老後の準備を始めたのか、また、老後

の準備をしたことにより、将来に対する不安が減少するのかどうかを明らかにすることを

目的とした。 
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B. 研究方法 

1）調査対象 

Ｘ県老人クラブ連合会の会員 300 名（男性 150 名、女性 150 名）にアンケート調査を実

施した。280 名より返信があり、回収率は 93.3％であった。そのうち、回答に欠損が無い

247 名を分析対象とした。 

2）調査期間 

調査は、2013 年 1 月～2 月に実施した。 

3）調査方法 

調査を行うに際し、まず、X 県老人クラブ連合会事務局で調査の趣旨を説明し、研究協

力の承諾を得た。次に、X 県内 15 市町村の老人クラブ連合会の代表者の会合に出席し、

研究者が直接、調査の趣旨と実施方法を説明し、研究協力を得た。調査票は、各市町村の

老人クラブの代表者から、調査に協力することを承諾した会員に配布してもらった。会員

が記入した調査票は、研究者宛ての返信用封筒に入れ、郵送により回収した。無記名によ

る自記式調査を行った。各老人クラブの代表者には、調査票 10 部配布につき謝礼として

図書カード 1000 円を進呈した。また、老人クラブ会員には、調査票への記入の謝礼とし

てボールペンとファイル合計 500 円相当を配布した。 

4）調査内容 

対象者の属性は、性、年齢、居住年数、現在の仕事、定年退職の経験、家族構成、住ま

いの形態を質問した。生活状況は、生活全般の満足度、毎月のやりくり、現在の健康状態、

健康状態の変化、通院状況、外出頻度、孤立感、地域行事への参加、ストレス対処能力 SOC3

項目（点数が低いほどストレス対処能力が高い）1）、社会活動状況 21 項目 2）3）について質

問した。老後の準備 4）の内容は、経済（家計・財産）、住まい、健康、趣味・生きがいと

し、それぞれについて準備の有無と準備の開始年齢について質問した。将来の不安 5）は、

経済、住まい、健康、介護、家族、地域社会との関わり、その他についての有無を質問し

た。 

 

C. 研究結果 

1）対象者の属性 

対象者の属性を表 1 に示した。対象者 247 名の性別は、男性 133 名、女性 114 名だった。

平均年齢は 71.6±5.4 歳、男性 72.3±5.0 歳、女性 70.8±5.7 歳だった。 

 

2）老後の準備 

何らかの老後の準備を始めた人は、207 名（83.8％）であった。老後の準備の内容は表 2

と図 1 に示した。老後の準備の内容の多い順にみると、趣味・生きがいの準備は 174 名

（70.4％）、健康の準備は 165 名（66.8％）、経済の準備は 119 名（48.2％）、住まいの準備

は 98 名（39.7％）であった。男女別では、住宅の準備についてのみ女性に比べて男性の割
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合が有意に多かった（p<0.01）。老後の準備を開始した年齢を図 2 に示した。それぞれの準

備を開始した年齢は、若い順にみると住まいの準備を開始した年齢は 49.1±13.1 歳、経済

の準備を開始した年齢は 49.7±11.9 歳、趣味・生きがいの準備を開始した年齢は 54.7±11.8

歳、健康に関する準備を開始した年齢は 57.0±9.3 歳あった。老後の準備を開始した年齢

は、男女による有意な差はみられなかった。また、老後の準備に対して後悔している人の

割合を図 3 に示した。もう少し早く老後の準備を始めれば良かったと後悔している人は 69

名（27.9％）いたが、男女による差はみられなかった。老後の準備と後悔との関連を表 3

と図 4 に示した。住宅にのみ老後の準備をした人に後悔している人の割合が多い傾向がみ

られた。経済、健康、趣味・生きがいにおいては、老後の準備をした群としない群とにお

ける分布（割合）には、有意な差はみられなかった。 

また、健康について老後の準備をした人は、社会活動の個数が 9.49±3.28 個、老後の準

備をしなかった人の個数は 8.34±3.70 個であり、老後の準備をした人の個数が有意に多か

った（p<0.05）。SOC3 合計点と下位尺度においては、老後の準備の有無による点数の有意

な差はみられなかった。 

 

 

3）将来の不安 

将来に対する何らかの不安を感じている人は 225 名（91.9％）であった。将来の不安の

分布を表 4 と図 5 に示した。多い順にみると健康の不安は 187 名（75.7％）、介護の不安は

135 名（54.7％）、経済面の不安を感じる人は 60 名（24.3％）、家族の不安は 49 名（19.8％）、

地域社会との関わりについての不安は 18 名（7.3％）、住まいの不安は 17 名（6.9％）、そ

の他 6 名（2.4％）であった。 

 将来の不安は、いずれの内容においても社会活動の個数による有意な差はみられなかっ

た。SOC3 については、将来の介護に対する不安についてのみ有意差がみられた。将来の

介護に対する不安がある群の SOC3 合計点は 8.61±3.62、不安がない群は 7.47±3.45 であ

り、不安のある群の点数が有意に高かった（p<0.05）。SOC3 の下位尺度である解決策では、

不安がある群は 2.87±1.31、不安がない群は 2.31±1.22 であり、不安がある群の点数が有

意に高かった（p<0.01）。SOC3 の下位尺度である価値は、不安がある群は 2.83±1.41、不

安がない群は 2.48±1.36 であり、不安のある群の点数が有意に高かった（p<0.05）。 

 

4）老後の準備と将来の不安との関連 

老後の準備と将来の不安との関連について、全体を表したものは表 5～表 9 と図 6 に示

した。性別では、男性は表 10～表 14 と図 7、女性は表 15～表 19 と図 8 に示した。全体お

よび性別でみても、老後の準備をした群としない群における将来の不安を感じる人の割合

には有意な差はみられなかった。経済的な準備をした人も準備をしない人も同じ程度の割

合で将来の経済に対する不安を感じていた。住宅に関する準備と将来の住宅に対する不安、
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健康に関する準備と将来の健康に対する不安、健康に関する準備と将来の介護に対する不

安、趣味や生きがいの準備と将来の地域社会との関わりの不安についても同様に有意な関

連がみられなかった。 

 

D. 考察 

多くの人が老後の準備をしていたが、多くの人が将来に対する不安を感じていた。住宅

の準備は、女性より男性の方が多く行っていた。介護に対する将来の不安は、男性より女

性の割合が多かった。住宅と経済の準備は、健康や趣味の準備よりも割合は少なく若い年

齢から始まっていた。調査対象地域は、農村が多く持ち家率が高い。結婚と同時に住宅や

経済のことを考えることや、世代交代で家を継ぐのが一般的であるため、老後の準備とし

ての意識は薄く、将来の不安も低いのではないかと考えられる。また、健康や趣味の準備

を始めた平均年齢は 55～57 歳であった。将来の健康や介護に対する不安を感じる人が多

いので、もう少し早い年齢から予防を意識した取組みが必要であると考えられる。また、

地域社会との関わりに対して将来の不安を持つ人の割合が少なかった。本研究の対象者は、

元気で積極的に地域活動に参加している人が多かったので、地域社会との関わりは不安を

感じていないのではないかと考えられる。 

そして、老後の準備をした群も準備をしない群も、早めに準備をすれば良かったと後悔

する人の割合は同程度であり、また、将来への不安を感じている人の割合も同程度であっ

た。したがって、老後の準備と将来の不安には関連がみられなかった。また、介護に対す

る将来の不安を感じている人は、感じていない人より、ストレス対処能力が低かった。 

高齢者における将来に対する不安は、何かを準備すれば解消されるものではなく、加齢

とともに常に内在している可能性があることが示唆された。もし、老後の準備を行うこと

で安心感や自己効力感が向上すれば、将来の不安の程度が低くなるのではないかと考えら

れる。本研究では、将来の不安の有無について質問したが、不安の程度について質問して

いないので、今後、これらの内容についても把握することが必要であると考えられる。 

 

E. 結論 

老後の準備を始めた年齢は、住宅と経済面が 50 歳頃、趣味が 55 歳頃、健康が 57 歳頃

であった。老後の準備に対する後悔の思いは、準備をした群にも準備をしない群にも同程

度にみられた。老後の準備と将来の不安との有意な関連はみられず、老後の準備をした群

も準備をしない群も同程度に将来に対する不安を感じていた。   

 

F. 研究発表 

１．論文発表  なし     

２．学会発表  1 件 

Mariko Nikura, Jyunko Fuzimori and Sadanobu Kagamimori: Relationship between 
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Preparation for Old Age and Anxiety about the Future among Elderly People. 3rd 

WANS(World Academy of Nursing Science) Abstracts Book,p43,October 18,2013,Seoul, 

Korea. 
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人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

年齢 60-74歳 157 68.9 82 66.1 75 72.1 n.s.
75歳以上 71 31.1 42 33.9 29 27.9
合計 228 100.0 124 100.0 104 100.0

仕事 あり 95 39.3 59 45.4 36 32.1 *
なし 147 60.7 71 54.6 76 67.9
合計 242 100.0 130 100.0 112 100.0

定年退職の経験 あり 180 72.9 112 84.2 68 59.6 ***
なし 60 24.3 18 13.5 42 36.8
その他1) 7 2.8 3 2.3 4 3.5
合計 247 100.0 133 100.0 114 100.0

家族形態 一人暮らし 24 10.7 4 3.3 20 19.0 ***
夫婦2人 68 30.2 46 38.3 22 21.0
子どもと同居 110 48.9 57 47.5 53 50.5
その他 23 10.2 13 10.8 10 9.5
合計 225 100.0 120 100.0 105 100.0

生活満足度 不満 33 13.4 24 18.0 9 7.9 *
満足 214 86.6 109 82.0 105 92.1
合計 247 100.0 133 100.0 114 100.0

家計のやりくり 苦労あり 65 26.3 43 32.3 22 19.3 *
どちらともいえない 70 28.3 40 30.1 30 26.3
苦労なし 112 45.3 50 37.6 62 54.4
合計 247 100.0 133 100.0 114 100.0

健康状態 よい 33 13.4 26 19.5 7 6.1 **
悪い 214 86.6 107 80.5 107 93.9
合計 247 100.0 133 100.0 114 100.0

健康状態の変化 悪化した 27 10.9 15 11.3 12 10.5
変わらない 214 86.6 116 87.2 98 86.0
改善した 6 2.4 2 1.5 4 3.5
合計 247 100.0 133 100.0 114 100.0

通院 あり 167 68.7 93 70.5 74 66.7 n.s.
なし 76 31.3 39 29.5 37 33.3
合計 243 100.0 132 100.0 111 100.0

外出 週1回以上 238 97.5 127 96.2 111 99.1 n.s.
週1回未満 6 2.5 5 3.8 1 0.9
合計 244 100.0 132 100.0 112 100.0

孤立感 あり 10 4.1 3 2.3 7 6.2 n.s.
なし 235 95.9 129 97.7 106 93.8
合計 245 100.0 132 100.0 113 100.0

地域行事への参加 自主的 200 83.0 116 88.5 84 76.4 *
誘われた時 30 12.4 11 8.4 19 17.3
消極的 11 4.6 4 3.1 7 6.4
合計 247 100.0 133 100.0 114 100.0

社会活動数 平均値、標準偏差 9.11 ±3.46 8.94 ±3.55 9.31 ±3.36 n.s.

SOC合計点 平均値、標準偏差 8.10 ±3.58 8.07 ±3.59 8.07 ±3.36 n.s.
　解決策 平均値、標準偏差 2.62 ±1.30 2.55 ±1.31 2.71 ±1.29 n.s.
　価値 平均値、標準偏差 2.67 ±1.40 2.69 ±1.40 2.64 ±1.40 n.s.
　予測 平均値、標準偏差 2.79 ±1.34 2.80 ±1.26 2.77 ±1.44 n.s.

1)その他：定年退職前の退職、性別の％
χ2検定，　*：p<0.05,   **：p<0.01,  ***：p<0.001,  n.s.：not significant

項目

表1　対象者の属性
全体 男性 女性

ｐ値
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人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 247 100.0 133 100.0 114 100.0

経済 準備をした 119 48.2 61 45.9 58 50.9 n.s.
準備をしない 128 51.8 72 54.1 56 49.1

住宅 準備をした 98 39.7 63 47.4 35 30.7 **
準備をしない 149 60.3 70 52.6 79 69.3

健康 準備をした 165 66.8 87 65.4 78 68.4 n.s.
準備をしない 82 33.2 46 34.6 36 31.6

趣味・生きがい 準備をした 174 70.4 92 69.2 82 71.9 n.s.
準備をしない 73 29.6 41 30.8 32 28.1

性別の％

表2　老後の準備

χ2検定，  **：p<0.01,   n.s.：not significant

全体 男性 女性
ｐ値項目

45.9 

47.4 

65.4 

69.2 

50.9 

30.7 

68.4 

71.9 

48.2 

39.7 

66.8 

70.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
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図1 老後の準備をした人の割合(n=247)
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n=9
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**

χ2検定, **：p<0.01

%

n=6
1
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人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 247 100.0 69 27.9 178 72.1

経済 準備をした 119 100.0 38 31.9 81 68.1 n.s.
準備をしない 128 100.0 31 24.2 97 75.8

住宅 準備をした 98 100.0 34 34.7 64 65.3 #
準備をしない 149 100.0 35 23.5 114 76.5

健康 準備をした 165 100.0 49 29.7 116 70.3 n.s.
準備をしない 82 100.0 20 24.4 62 75.6

趣味・生きがい 準備をした 174 100.0 51 29.3 123 70.7 n.s.
準備をしない 73 100.0 18 24.7 55 75.3

老後の準備に対する％
χ2検定，  #：p<0.1,   n.s.：not significant

項目

表3　老後の準備と後悔との関連
全体 後悔あり 後悔なし

ｐ値

31.9 

34.7 
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%

#

n=3
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人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 247 100.0 133 100.0 114 100.0

経済 不安あり 60 24.3 35 26.3 25 21.9 n.s.
不安なし 187 75.7 98 73.7 89 78.1

住まい 不安あり 17 6.9 8 6.0 9 7.9 n.s.
不安なし 230 93.1 125 94.0 105 92.1

健康 不安あり 187 75.7 98 73.7 89 78.1 n.s.
不安なし 60 24.3 35 26.3 25 21.9

介護 不安あり 135 54.7 60 45.1 75 65.8 **
不安なし 112 45.3 73 54.9 39 34.2

地域社会 不安あり 18 7.3 12 9.0 6 5.3 n.s.
不安なし 229 92.7 121 91.0 108 94.7

性別の％
χ2検定，  **：p<0.01, n.s.：not significant

項目

表4　将来の不安
全体 男性 女性

ｐ値
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図5 将来の不安を感じている人の割合(n=247)
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人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 247 100.0 60 24.3 187 75.7

経済 準備をした 119 100.0 26 21.8 93 78.2 n.s.
準備をしない 128 100.0 34 26.6 94 73.4

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 247 100.0 17 6.9 230 93.1

住宅 準備をした 98 100.0 8 8.2 90 91.8 n.s.
準備をしない 149 100.0 9 6.0 140 94.0

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 247 100.0 187 75.7 60 24.3

健康 準備をした 165 100.0 127 77.0 38 23.0 n.s.
準備をしない 82 100.0 60 73.2 22 26.8

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 247 100.0 135 54.7 112 45.3

健康 準備をした 165 100.0 86 52.1 79 47.9 n.s.
準備をしない 82 100.0 49 59.8 33 40.2

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 247 100.0 18 7.3 229 92.7

趣味・生きがい 準備をした 174 100.0 16 9.2 158 90.8 n.s.
準備をしない 73 100.0 2 2.7 71 97.3

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表5　経済に関する老後の準備と将来の不安（全体）

全体 経済の不安あり 経済の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表6　住宅に関する老後の準備と将来の不安（全体）

全体 住宅の不安あり 住宅の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表7　健康に関する老後の準備と将来の不安（全体）

全体 健康の不安あり 健康の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表8　介護に関する老後の準備と将来の不安（全体）

全体 介護の不安あり 介護の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表9　趣味に関する老後の準備と将来の不安（全体）

全体 地域の不安あり 地域の不安なし
ｐ値

21.8 

8.2 

77.0 

52.1 

26.6 

6.0 
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59.8 

24.3 

6.9 

75.7 

54.7 
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人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 133 100.0 35 26.3 98 73.7

経済 準備をした 61 100.0 15 24.6 46 75.4 n.s.
準備をしない 72 100.0 20 27.8 52 72.2

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 133 100.0 8 6.0 230 93.1

住宅 準備をした 63 100.0 4 6.3 59 93.7 n.s.
準備をしない 70 100.0 4 5.7 66 94.3

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 133 100.0 98 73.7 35 26.3

健康 準備をした 87 100.0 66 75.9 21 24.1 n.s.
準備をしない 46 100.0 32 69.6 14 30.4

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 133 100.0 60 45.1 73 54.9

健康 準備をした 87 100.0 37 42.5 50 57.5 n.s.
準備をしない 46 100.0 23 50.0 23 50.0

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 133 100.0 12 9.0 121 91.0

趣味・生きがい 準備をした 92 100.0 10 10.9 82 89.1 n.s.
準備をしない 41 100.0 2 4.9 39 95.1

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表10　経済に関する老後の準備と将来の不安（男性）

全体 経済の不安あり 経済の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表11　住宅に関する老後の準備と将来の不安（男性）

全体 住宅の不安あり 住宅の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表12　健康に関する老後の準備と将来の不安（男性）

全体 健康の不安あり 健康の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表13　介護に関する老後の準備と将来の不安（男性）

全体 介護の不安あり 介護の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表14　趣味に関する老後の準備と将来の不安（男性）

全体 地域の不安あり 地域の不安なし
ｐ値

24.6 

6.3 

75.9 

42.5 

27.8 

5.7 

69.6 

50.0 

26.3 

6.0 

73.7 

45.1 
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図7 老後の準備と将来の不安ありとの関連:男性
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図7 老後の準備と将来の不安ありとの関連:男性(n=133)
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人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 114 100.0 25 21.9 89 78.1

経済 準備をした 58 100.0 11 19.0 47 81.0 n.s.
準備をしない 56 100.0 14 25.0 42 75.0

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 114 100.0 9 7.9 105 92.1

住宅 準備をした 35 100.0 4 11.4 31 88.6 n.s.
準備をしない 79 100.0 5 6.3 74 93.7

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 114 100.0 89 78.1 25 21.9

健康 準備をした 78 100.0 61 78.2 17 21.8 n.s.
準備をしない 36 100.0 28 77.8 8 22.2

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 114 100.0 75 65.8 39 34.2

健康 準備をした 78 100.0 49 62.8 29 37.2 n.s.
準備をしない 36 100.0 26 72.2 10 27.8

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 114 100.0 6 5.3 108 94.7

趣味・生きがい 準備をした 82 100.0 6 7.3 76 92.7 n.s.
準備をしない 32 100.0 0 0.0 32 100.0

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表15 　経済に関する老後の準備と将来の不安（女性）

全体 経済の不安あり 経済の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表16 　住宅に関する老後の準備と将来の不安（女性）

全体 住宅の不安あり 住宅の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表17 　健康に関する老後の準備と将来の不安（女性）

全体 健康の不安あり 健康の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表18　介護に関する老後の準備と将来の不安（女性）

全体 介護の不安あり 介護の不安なし
ｐ値

χ2検定，  n.s.：not significant

項目

表19　趣味に関する老後の準備と将来の不安（女性）

全体 地域の不安あり 地域の不安なし
ｐ値

19.0 

11.4 

78.2 

62.8 

25.0 
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72.2 
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65.8 
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図8 老後の準備と将来の不安ありとの関連:女性
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厚生労働科学研究費補助金政策科学総合(政策科学推進研究)事業 

分担報告書 

 

自律支援のボランティア活動を支えるために 
－先進国の制度に学ぶ－ 

 
 

分担研究者：鏡森定信 富山大学名誉教授 
 

Ⅰ はじめに 

昨年は、家族や近隣を含めた人々の介護への関わりを公的な支援として組み込まれてい

ないことを指摘し、その実現に向かって活動している地方自治体やボランティア団体を紹

介し、ドイツのように家族や近隣の一般市民の参加を醸成していく仕組に関して主に考え

た。 

今回は、その中で取り上げた「支援」、特にこの講座のキーワードの一つは「自律」で

あることから、自律を支援する活動の質的保障を如何に担保していくかについて、英国の

「意思決定能力法（2005）」を紹介しながら、わが国の現状と比較しながら考える。 

家族を含めた一般市民を介護人に委託する制度は、ヨーロッパでは要介護高齢や障がい

者に対して幅広く導入されている。その際、介護される人々の権利を侵害することなく自

律をいかに支援していくかについて法的な整備を行いその具現化に努めている。 

我が国では、これに関わるものとして「成人後見人制度」がある。 

ボランティア活動が普及する一方で、善意の活動が受け手側の権利侵害になる事案も続

出している。わが国でも国際的な「障害者権利条約」の批准を受けて、この方面からの社

会的対応が求められている。 

「ケアウィル」では、退職期の男性を対象に周囲との関わりを通じて自らのケアについ

ての行動と考察を深めることを志向している。したがって、権利侵害を回避した自律支援

の在り方は、「ケアウィル」としても重要な課題の一つである。このような視点から、本

年度の「ケアウィル」講座で取り上げた。 また、ケアウィルの修練の場として当該する

場が見つからない人に対して、筆者は、各自の町内会の活動とかかわりを持つことを推奨

している。介護は必ず身近にある今日的課題であり、今回の成年後見制度にかかわる事案

にも事欠かない状況にある。本稿が「ケアウィル」活動に資することを願っている。 

なお、本稿の内容は、菅富美枝著「イギリス成年後見制度に見る自律支援の法理-ベスト・

インタレストを追求する社会へ-」によるところが大きい。事例なども本書から選んで紹介

した。 
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Ⅱ 英国の成年後見制度 

 

１．経緯 

1983 年制定の精神保健法においては、法定後見制度を定め、患者（patient）本人から意

思決定の機会をはく奪した他人が、代行決定（substituted judgment）を行うことがなされて

きていた。1898 年に意思決定が難しい人の人権を保障すべく、より日常生活に沿った法的

制度の必要性が、英国事務弁護士協会（ the Law Society ）によって提唱された。 

日本の成年後見法は、民法上の代理制度を基礎としている。不動産売買、賃貸借、施設

入所手続きなどにおける契約締結がその典型である。任意後見であれ、法定後見であれ、

法律効果を発生させる法律行為のみに関わっている。 

英国で 2005 年に発行した意思決定能力法（the Mental Capacity Act 2995）では、財産管

理のみならず個人の福祉的決定にまで及ぶことが明確に規定された。 

貯蓄をどのように運用するか？、どのような治療をうけるか？、何を着るか？、何を食

べるか？、特定の人との付き合いを続けるべきか否か？といった意思決定の要素が含まれ

る全ての事項はこの法の中で取り扱われる。 

この際、意思決定を行う主体（意思決定権限者;decision-makers）として、保護裁判所の

他に一般私人に対して決定権限が広げられた。この「一般私人」には、我が国の法定後見

人や任意後見人に相当する人々の他、介護被用者や医師など、判断能力を有しない人のた

めに介護や治療を行う者が含まれる。さらには、日常的にケアを行う上で、いろいろと細

かな決定を行うことが求められる家族、友人も含まれる。 

すなわち、我が国の成人後見制度にみられる法律行為に限らず、「本人が社会生活を続

けて行く上で、必要としていることは何か」という本人のニーズを中心に置く観点で後見

を探索し、判断能力の不十分な人たちの生活・暮らし・人生に関わる人たちが「責任ある

裁量行使」ができるよう法的・社会的整備がなされたのである。 

 

２．意思決定能力がない時の判断はどうしてなされるか？ 

はじめに留意されなければならないのは、意思決定能力の有無を法的に判断するという

ことは、能力が否定された際には他者による決定関与を招きうるという点で、医学的観点

や心理学観点から能力判定を行うこととは、目的やその効果の点で異なると考えられてい

る点である。すなわち、長谷川式認知症スコアや脳の CT による診断で一律に意思決定能

力がないとされるようなことはあってはならず、あくまでも決定を要する事項ごとに機能

的に判断される必要があるというこれまでのコモン・ローの立場が継承されている。 

また、意思決定能力がないと判断するには、当該時点(at the material time )における当該

決定や当該問題（in relation to the matter)について、限定的判断（time-specific, decision-specific, 

issue-specific）を下すのに留まると考えるのが英国の基本姿勢である。 
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その判断にあたっては、本人が自ら意思決定を行うとした場合、以下に示すような点に

ついて着目する必要があると指摘されている。 

 

・関連する情報を理解できるか 

・与えられた情報を覚えていることができるか 

・それらの情報を比較検討したうえで意思決定に活かすことができるか 

・意志決定した内容を他人に伝えることができるか 

 

さらに、意思決定能力判断を行うにあたっては、本人の理解力・判断能力が最も低下し

ている時期、時間帯や場所を避け、少しでも好条件になるよう支援を行ったうえで判断す

ることが求められている。この試みが失敗に終わった場合にのみ初めて意思決定能力が否

定されることになる。このような点から、意思決定能力判断は、エンパワーメントの発想、

すなわち自律の実現のための支援と結びついている。 

 

 

事例１ 

J さんは,交通事故で病院に搬送された。意識はあるがストレスで話すことはできず、身

振り手振りで騒いでいた。 

この時点で病院はけがの治療について J さんは意思決定能力がないと判断した。 

したがって、緊急手術を行い術後に治療について説明すればよいと考え治療を開始した。

しかしながら、看護師が J さんの手ぶりに手話らしきものを認めた。また、筆談で意思伝

達できることも分かった。病院は手話通訳の専門家を交え、今後の治療について話し合う

こととした。 

 

 

事例 2 

P さんは交通事故で生涯にわたるケアが必要とされ多額の損害賠償金を得た。この賠償

金の管理を巡って保護裁判所に申し立てがなされた。裁判所は財産管理のために法定後見

人を提案した。P さんは自分で生活管理をできると主張し、また賠償金は自分で好きなよ

うに使えるべきだと言い張り、賠償金の使い道リストを作成した。しかしながら、執事付

きの豪華な家や別荘、運転手付きの車、彼や彼女のための宝石などぜいたく品が数多く並

べられていた。保護裁判所は、P さんには、日常生活における金銭管理能力はあるものの、

賠償金の意味、本来の使い方について理解できていないと判断した。法定後見人が選定さ

れ日常生活の財産管理に留意している。 

 

 



 

３．最も本人の意思に沿った、本人にとって最も利益の大きい支援（ベスト・インタレス

ト）とは

このきわめて個別性に富む高い支援については、その内容を提示するものではなく、ベ

スト・インタレストに至る行動チェックリスト

以下にそのリスト

 

表 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって、判断を左右されてはならない。

事例３

M さんは、高齢の女性である。認知症があり外見や衛生について無頓着になっている。

自宅への帰途で彷徨っているところが何度も目撃されている。

が任意後見を開始すべき時が来たと判断した。しかしながらこの際以下の点での検討が必

要である。

・M さんの

・M さんのケアに関わってきた人々の見解

最も本人の意思に沿った、本人にとって最も利益の大きい支援（ベスト・インタレス

ト）とは？ 

このきわめて個別性に富む高い支援については、その内容を提示するものではなく、ベ

インタレストに至る行動チェックリスト

以下にそのリスト

1． 本人にとってベスト・インタレストを得るためのチェックリスト

本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって、判断を左右されてはならない。

 

事例３ 

さんは、高齢の女性である。認知症があり外見や衛生について無頓着になっている。

自宅への帰途で彷徨っているところが何度も目撃されている。

が任意後見を開始すべき時が来たと判断した。しかしながらこの際以下の点での検討が必

要である。 

さんの過去および現在の意向や感情

さんのケアに関わってきた人々の見解

最も本人の意思に沿った、本人にとって最も利益の大きい支援（ベスト・インタレス

このきわめて個別性に富む高い支援については、その内容を提示するものではなく、ベ

インタレストに至る行動チェックリスト

以下にそのリストの事項について

本人にとってベスト・インタレストを得るためのチェックリスト

本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって、判断を左右されてはならない。

さんは、高齢の女性である。認知症があり外見や衛生について無頓着になっている。

自宅への帰途で彷徨っているところが何度も目撃されている。

が任意後見を開始すべき時が来たと判断した。しかしながらこの際以下の点での検討が必

および現在の意向や感情

さんのケアに関わってきた人々の見解

最も本人の意思に沿った、本人にとって最も利益の大きい支援（ベスト・インタレス

このきわめて個別性に富む高い支援については、その内容を提示するものではなく、ベ

インタレストに至る行動チェックリスト

の事項について事例も示しながら解説がなされている。

本人にとってベスト・インタレストを得るためのチェックリスト

本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって、判断を左右されてはならない。

さんは、高齢の女性である。認知症があり外見や衛生について無頓着になっている。

自宅への帰途で彷徨っているところが何度も目撃されている。

が任意後見を開始すべき時が来たと判断した。しかしながらこの際以下の点での検討が必

および現在の意向や感情

さんのケアに関わってきた人々の見解
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最も本人の意思に沿った、本人にとって最も利益の大きい支援（ベスト・インタレス

このきわめて個別性に富む高い支援については、その内容を提示するものではなく、ベ

インタレストに至る行動チェックリスト（表

も示しながら解説がなされている。

本人にとってベスト・インタレストを得るためのチェックリスト

本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって、判断を左右されてはならない。

さんは、高齢の女性である。認知症があり外見や衛生について無頓着になっている。

自宅への帰途で彷徨っているところが何度も目撃されている。

が任意後見を開始すべき時が来たと判断した。しかしながらこの際以下の点での検討が必

および現在の意向や感情 

さんのケアに関わってきた人々の見解 

最も本人の意思に沿った、本人にとって最も利益の大きい支援（ベスト・インタレス

このきわめて個別性に富む高い支援については、その内容を提示するものではなく、ベ

（表 1 参照）を提示している。

も示しながら解説がなされている。

本人にとってベスト・インタレストを得るためのチェックリスト

本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって、判断を左右されてはならない。

さんは、高齢の女性である。認知症があり外見や衛生について無頓着になっている。

自宅への帰途で彷徨っているところが何度も目撃されている。

が任意後見を開始すべき時が来たと判断した。しかしながらこの際以下の点での検討が必

最も本人の意思に沿った、本人にとって最も利益の大きい支援（ベスト・インタレス

このきわめて個別性に富む高い支援については、その内容を提示するものではなく、ベ

を提示している。

も示しながら解説がなされている。

本人にとってベスト・インタレストを得るためのチェックリスト

本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって、判断を左右されてはならない。

さんは、高齢の女性である。認知症があり外見や衛生について無頓着になっている。

自宅への帰途で彷徨っているところが何度も目撃されている。M さんの娘はいよいよ自分

が任意後見を開始すべき時が来たと判断した。しかしながらこの際以下の点での検討が必

最も本人の意思に沿った、本人にとって最も利益の大きい支援（ベスト・インタレス

このきわめて個別性に富む高い支援については、その内容を提示するものではなく、ベ

を提示している。 

も示しながら解説がなされている。 

本人にとってベスト・インタレストを得るためのチェックリスト 

本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって、判断を左右されてはならない。

さんは、高齢の女性である。認知症があり外見や衛生について無頓着になっている。

娘はいよいよ自分

が任意後見を開始すべき時が来たと判断した。しかしながらこの際以下の点での検討が必

最も本人の意思に沿った、本人にとって最も利益の大きい支援（ベスト・インタレス

このきわめて個別性に富む高い支援については、その内容を提示するものではなく、ベ

本人の年齢や外見、状態、ふるまいによって、判断を左右されてはならない。 

さんは、高齢の女性である。認知症があり外見や衛生について無頓着になっている。

娘はいよいよ自分

が任意後見を開始すべき時が来たと判断した。しかしながらこの際以下の点での検討が必



51 
 

・M さんのケアニーズをかなえるために権利や自由についてより制約的でない他の手段

（在宅ケアやデイサービスの利用回数の増加など）の探索 

 

② 該問題に関すると合理的に考えられる事情については、すべて考慮して判断しなけ

ればならない。 

 

事例 4 

財産管理の例；交通事故による高次脳機能障害に対して支払われた多額の損害賠償金の

場合には、資金運用や使い道の方針を決定するにあたって、以下に示すようなことが留意

されなければならない。 

 

意志決定権限者は、 

・本人の状況は変化する可能性はないか 

・本人は専門ケアを受ける必要があるか 

・本人は住居を変える必要があるか 

 

治療方針の決定の際に、身上監護の意志決定権限者は、 

・治療の必要性 

・治療による、メリットとデメリット 

・本人の余命 

についても考察 

 

 

③ 人が意思決定能力を回復する可能性を考慮しなければならない。 

 

事例５ 

F さんは脳卒中にかかってしまい、意志の疎通ができない状態にある。彼は家計の一切

をとり仕切ってきたので、妻は生活費や請求書に対応するため保護裁判所に夫の口座にア

クセスできる権限の許可の審判を申請した。この権限は認められたが、より長期間の取り

決めに関する意思決定については、他の意思疎通のための手段が試みられ、F さんの回復

の程度が分かるまで先送りされることになった。 

 

 

④ 人が自らの意思決定に参加し、主体的に関与できるような環境をできる限り整えな

ければならない（本人のエンパワーメント）。 
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事例６ 

知的障害を有する J さんは、コミュニテイ・ホームから新しいグループ・ホームに移る

ことになったが、どのホームに移るかの意思決定が難しいと判断された。 

そこで第 3 者代弁人（IMCA;Independent Mental Capacity Advocate）がそれを支援するこ

とになった。IMCA は、絵、記号、マカトン（意思伝達上の障害や知的障害を有する人の

ために英国で開発された言語プログラム。手の動きによるサインと発声を同時に行う。）

を用いて、J さんにとって何が大切かを見出そうとした。また、J さんを知る人たちと話し

て彼女が何を好んでいるかを探し出そうとした。 

IMCA は、その結果をケアマネージャに伝えた。そしてケアマネージャから J さんにと

ってふさわしいホームが示され、IMCAは一緒に訪問し最終的な Jさんの決定を支援した。 

 

⑤ 尊厳死の希望を明確に文書で記した者に対して医療措置をしてはならない。他方、

そういった文章がない場合、本人に死をもたらしたいとの動機に動かされて判断し

てはならない。安楽死や自殺ほう助は認められない。 

 

⑥ 本人の過去および現在の意向、心情、信念や価値観を考慮しなければならない。 

 

事例７ 

A さん（若い女性）は、交通事故のために重い脳障害を負った。保護裁判所は、A さん

の損害賠償金の資産運用を図るべく、父親を財産管理法定後見人に任命した。 

父親は、意志決定権限者として投資先を考えるにあたり、A さんの意向、信念、感情に

ついて考えねばならない。A さんは、これまで海外の慈善団体のために働いてきた。父親

は、ファイナンシャル・アドバイザーが勧める社債への投資は、彼女の信念に違反する恐

れがあると感じた。そこで、社会的責任投資に関する専門家をアドバイザーとして雇うこ

とにした。 

 

⑦ 本人が相談者として指名した者、家族・友人などの身近な介護者、法定後見人、任

意後見人等の見解を考慮に入れて、判断しなければならない。 

 

事例８ 

G さん（若い男性）は、脳障害が原因の身体症状を改善するためのリハビリに同意する

ことが出来ない。しかし、G さんをケアしているヘルスケア・スタッフやソシアルケア・

スタッフは、そのプログラムが G さんにとって必須であると確信している。そのために必

要な行政的補助を受ける手筈も整えられた。しかし、G さんの家族は自分たちがより良い

ケアができると主張し、G さんを病院から自宅に連れて行くことを主張している。そこで

G さんのベスト・インタレストをめぐって話し合いの場が設けられた。参加者は、G さん、
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両親、他の家族構成員、そして専門家である。この会議において、どのような行為が G さ

んのベスト・インタレストにかなうか議論がなされた。議論の結果、G さんは自宅に帰る

が、週末以外は日帰り入院とすることになった。参加者みんなは、これが G さんのベスト・

インタレストであることに合意した。 

 

４．第三者代弁人（IMCA; Independent Mental Capacity Advocate）について 

英国の成年後見制度に特徴的なものとして、意思決定に関して第三者代弁人が設けられ

ていることである。 

例えば、抗がん剤の服用、がんの手術、不妊手術、妊娠中絶などの重大な医療行為や病

院入院、介護や住居施設への入所などに際して本人に意思決定能力がなく、任意後見人や

家族・知人がない場合に、独立した立場から当該状況におけるベスト・インタレストを表

明する役割を IMCA が有している。国民保健サービス（NHS）では、緊急時以外は IMCA

に状況を聴取しなければならないことになっている。 

また、NHS や地方当局は、義務ではなく権限として、住居やケアプランの見直しをする

とき、支援や代弁をしてくれる任意後見人、家族・知人のない場合においては、IMCA を

呼ぶことが出来る。意思決定に困難を抱えながらも一人暮らしを続けている人々を社会か

ら隔絶され孤立することなく法的・社会的な繋がりを提供するものとして、IMCA のあり

方は、我が国の市民後見人の育成やその組織化にとっても重要な示唆を与えるものである。 

例を通して IMCA の活動を紹介する。 

 

事例９ 

B さんは、脳卒中を起こし重度の障害を脳に負った。緊急に脳外科の手術を要するが、

現時点では医療行為に対して同意や拒絶などの意思表示をする能力はない。病院スタッフ

は、B さんの家族や知人と連絡を取ろうとしたが、見つけることはできなかった。B さん

の意思決定能力はまだ回復しない。そこで病院は、自らの合理的な判断のもとで手術を行

った。その緊急性ゆえであった。一方、その後の重大な医療行為に対しては、病院は IMCA

に助言を依頼した。依頼を受けて、IMCA は、B さんに会うとともに、彼のカルテを見て

病院の医局長と選択肢に関して検討を行った。病院は、医療行為を行うにあたって、IMCA

の報告書を参考にして B さんのベスト・インタレストを選定した。 

 

５．自律支援を達成するためのプロセス 

支援について、英国の「意思決定能力法（2005）」を参照しながら、人権侵害を回避す 

るにとどまらず、当該者の自律の維持・拡充について具体例を紹介して考えてきた。 

図 1 に自律支援のプロセスを日英比較して要約した。我が国において、成年後見制度が、

医学ならびに司法の立場による父権的流れから脱却して、当該者の立場をエンパワーし、
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の視点で、介護にどのような形であれ関わりを持っていくことが奨められる。 

 

参考資料 

我が国の成年後見制度 

１．経緯 

ドイツの世話法、イギリスの持続的代理権授与法を参考にして 2000 年 4 月、旧来の禁

治産・準禁治産制度にかわって制定された。 

従来の禁治産・準禁治産制度には、差別的であるなどの批判が多かった。こうした中で

1995 年に法務省内に成年後見問題研究会が発足して以来、成年後見制度導入の検討が重ね

られてきた。制度導入時期決定の契機となったのは、介護保険制度の発足である。 

高齢者の介護サービスについては 2000 年から介護保険制度の下で利用者とサービス提

供事業者の間の契約によるものとされることとなった。 

しかしながら、認知症高齢者は契約当事者としての能力が欠如していることから契約と

いう法律行為を支援する方策の制定が急務であった。そこで、厚生労働省における介護保

険法の制定準備と並行して法務省は、1999 年、国会に成年後見関連 4 法案を提出、1999

年 12 月に国会で成立した。その後、政省令の制定を経て 2000 年 4 月 1 日、介護保険法と

同時に施行されることとなった。こうした経緯から、介護保険制度と成年後見制度は「車

の両輪」の関係といわれる。 

 

２．成年後見の 3 類型 

１）成年後見 

①後見開始の審判 

精神上の障害により判断能力を「欠く常況にある」者を対象とする。 

後見開始の審判の請求権者は本人、配偶者、4 親等内の親族、未成年後見人、未成年後

見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官である。なお市町村長

も 65 歳以上の者、知的障害者、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要がある

と認めるときは後見開始の審判を請求することができることとされている（老人福祉法 32

条、知的障害者福祉法 28 条、精神保健及び精神障害者福祉法 51 条の 11 の 2）。 

家庭裁判所の後見開始の審判により後見人を付すとの審判を受けた者を成年被後見人、

本人に代わって法律行為を行う者として選任された者を成年後見人とよぶ。 

家庭裁判所は後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任する。また、法人が

成年後見人となることもある。 

 

②成年後見人の権能と成年被後見人の法律行為 

成年後見人は、成年被後見人について広範な代理権と取消権、財産管理権、療養看護義

務をもつ。なお、成年後見人が成年被後見人に代わってその居住用の建物・敷地について、
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売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家

庭裁判所の許可を得なければならない。 

取消権については成年被後見人の日常生活に関する行為については取り消すことが出

来ない。また、身分法上の行為や治療行為などの事実行為に関する同意など、本人の意思

のみによって決めるべき（一身専属的）事項についても取消権や代理権は行使できない。

なお、後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 

同意権については保佐人や補助人とは異なり認められていないと解するのが通説であ

る。成年被後見人は精神上の障害により判断能力を欠く常況にあるため、成年後見人が予

め同意をしていても同意の直後に成年被後見人が判断能力を失ってしまうおそれがある

ためである。したがって、成年後見人には同意権がないので成年被後見人の行為について

は成年後見人が同意した後でも取り消しうる。 

 

③成年後見人の義務 

成年後見人は、成年被後見人の生活・療養看護・財産管理事務を行うにあたり、成年被

後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 

 

④後見監督人 

家庭裁判所は必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族もしくは成年後見人

の請求または職権により後見監督人を選任することができる。 

 

２）保佐 

①保佐開始の審判 

精神上の障害により判断能力が「著しく不十分な」者を対象とする。保佐開始の審判の

請求権者は本人、配偶者、4 親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人ま

たは検察官である。なお市町村長も 65 歳以上の者、知的障害者、精神障害者につきその

福祉を図るため特に必要があると認めるときは保佐開始の審判を請求することができる

こととされている（老人福祉法 32 条、知的障害者福祉法 28 条、精神保健及び精神障害者

福祉法 51 条の 11 の 2）。ただし、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者につ

いては、後見開始の審判を請求すべきであるため保佐開始の審判を請求することはできな

い。 

家庭裁判所の保佐開始の審判により保佐人を付すとの審判を受けた者を被保佐人、保佐

の事務を行う者として選任された者を保佐人とよぶ。 

 

②保佐人の権能と被保佐人の法律行為 

保佐人は重要な財産行為について同意権および取消権、追認権を有する。なお、保佐人

が被保佐人に代わってその居住用の建物・敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除また
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は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければな

らない。 

保佐人の同意を要するとされる行為は保佐開始の審判の請求権者または保佐人もしく

は保佐監督人の請求により家庭裁判所の審判で拡張できるが（13 条 2 項本文、老人福祉法

32 条、知的障害者福祉法 28 条、精神保健及び精神障害者福祉法 51 条の 11 の 2）、被保

佐人の日常生活に関する行為にまでは拡張できない。 

保佐人の同意を得なければならない行為について保佐人が被保佐人の利益を害するお

それがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は被保佐人の請求により保佐

人の同意に代わる許可を与えることができることとされている。 

被保佐人が保佐人の同意を要するとされた法律行為を、保佐人の同意またはこれに代わ

る家庭裁判所の許可を得ずに行った場合は、当該法律行為を取り消すことが出来る。 

代理権は、保佐開始の審判の請求権者または保佐人もしくは保佐監督人の請求（本人以

外が請求する場合には本人の同意も必要）に基づいて代理権付与の審判を受けている場合

には、申し立てられた特定の法律行為についての保佐人が有する。 

なお、保佐人は身分法上の行為など、本人の意思のみによって決めるべき（一身専属的）

事項については同意権・取消権・代理権は行使できない。 

 

③保佐人の義務 

保佐人が保佐の事務を行うにあたっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身状

態及び生活状況に配慮しなければならない義務を負う。 

 

④保佐監督人 

家庭裁判所は必要があると認めるときは、被保佐人、その親族もしくは保佐人の請求ま

たは職権により保佐監督人を選任することができる。 

 

３）補助 

①補助開始の審判 

精神上の障害により判断能力が「不十分な」者のうち、後見や保佐の程度に至らない軽

度の状態にある者を対象とする。補助開始の審判の請求権者は本人、配偶者、4 親等内の

親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人または検察官である。 

なお市町村長も 65 歳以上の者、知的障害者、精神障害者につきその福祉を図るため特

に必要があると認めるときは補助開始の審判を請求することができることとされている

（老人福祉法 32 条、知的障害者福祉法 28 条、精神保健及び精神障害者福祉法 51 条の 11

の 2）。ただし、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者および精神上の障害に

より判断能力が著しく不十分な者については、後見開始の審判もしくは保佐開始の審判を

請求すべきであるから補助開始の審判を請求することはできない。 
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家庭裁判所の補助開始の審判により補助人を付すとの審判を受けた者を被補助人、本人

の行う法律行為を補助する者として選任された者を補助人とよぶ。補助は事理弁識能力の

低下が後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を対象としており、自己決定の尊

重の観点から、後見・保佐とは異なり本人の申し立て又は同意を審判の要件とする。 

補助開始の審判には、必ず併せて同意権付与の審判あるいは代理権付与の審判の一方ま

たは双方の審判がなされる。補助人の権能は補助開始の審判を基礎としてなされる同意権

付与の審判や代理権付与の審判の組み合わせによって内容が定まる。したがって、被補助

人に同意権付与の審判と代理権付与の審判の双方がなされている場合にはその補助人に

は同意権・取消権・代理権が認められ同意権付与の審判のみの場合には同意権・取消権の

みが、代理権付与の審判のみの場合には代理権のみが認められることになる。 

ただし、いずれの場合も身分法上の行為など、本人の意思のみによって決めるべき（一

身専属的）事項については同意権・取消権・代理権を行使できない。なお、補助人が被補

助人に代わってその居住用の建物・敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当

権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 

 

②補助人の義務 

補助人が補助の事務を行うにあたっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、その心身状

態及び生活状況に配慮しなければならない義務を負う。 

 

③利益相反行為 

補助人またはその代理人と被補助人との利益相反行為について、補助人は臨時補助人を

選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人が選任されて

いる場合には補助監督人による。 

 

④補助監督人 

家庭裁判所は必要があると認めるときは被補助人、その親族もしくは補助人の請求また

は職権により補助監督人を選任することができる。補助監督人の職務権限については後見

監督人の規定が準用される。 

 

⑤同意権付与の審判 

同意権付与の審判の請求権者は補助開始の審判の請求権者または補助人もしくは補助

監督人である。市町村長も 65 歳以上の者、知的障害者、精神障害者につきその福祉を図

るため特に必要があると認めるときは同意権付与の審判を請求することができることと

されている（老人福祉法 32 条、知的障害者福祉法 28 条、精神保健及び精神障害者福祉法

51 条の 11 の 2）。本人以外の者の請求による場合に本人の同意がなければならないのは、

補助開始の審判と同様である。被補助人に同意権付与の審判がなされている場合には、被
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補助人は 13 条 1 項に列挙されている行為の一部の法律行為について補助人の同意を要す

る。補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害する

おそれがないにもかかわらず同意をしないときは家庭裁判所は被補助人の請求により補

助人の同意に代わる許可を与えることができる。 被補助人が補助人の同意を要するとさ

れた法律行為を補助人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずに行った場合

は、当該法律行為を取り消すことができる。 

 

⑥代理権付与の審判 

代理権付与の審判の請求権者は補助開始の審判の請求権者または補助人もしくは補助

監督人である。市町村長も 65 歳以上の者、知的障害者、精神障害者につきその福祉を図

るため特に必要があると認めるときは代理権付与の審判を請求することができることと

されている（老人福祉法 32 条、知的障害者福祉法 28 条、精神保健及び精神障害者福祉法

51 条の 11 の 2）。被補助人に代理権付与の審判がなされている場合には、特定の法律行

為について補助人に代理権が付与される。ただし、被補助人本人以外の請求によるときは

本人の同意を要する。 

 

３．後見人の担い手 

後見人となる者は、2010 年の最高裁判所事務総局家庭局編成年後見事件の概況によれば、

同年の選任時件総数 28,606 人のうち、家族・親族が約 58.6%の 16,758 人であり、残余が第

三者後見人であった。第三者後見人の内訳は司法書士が約 15.6%の 4,460 人、弁護士が約

10.2%の 2,918 人、社会福祉士が約 8.9%の 2,553 人、法人が後見人に選任される法人後見は

約 3.3%の 961 人、知人名義が約 0.5%の 140 人、その他が約 2.8%で 816 人となっている。

親族等の選任が減るのと反比例して、職業後見人として選任されている司法書士は前年比

約 26.8%の増加、弁護士は前年比約 23.7%の増加、社会福祉士は前年比約 22.9%の増加と

なっている。また、法定後見において財産管理や遺産分割等の法律事務中心と見込まれる

場合は法律職が、身上監護を重視すべき事案と裁判所が判断した場合には、社会福祉士等

福祉専門職が選任されるといわれている。身上監護を家族後見人、財産管理を第三者後見

人が担うなど、様々な事情によって複数の後見人を選任して役割分担することもある。 

ところで、職業後見人に対しては月額およそ 3〜5 万円の報酬を本人の財産から支払う

必要がある。このため成年後見制度を利用すべき状態にある高齢者であっても後見人とな

るべき家族等がおらず、または家族から財産侵害（経済的虐待）を受けているために家族

を後見人にするのが不相当な場合などは、一定の資力がないと職業後見人を付することが

できないという問題が生じていた。 

こうしたなかで都道府県や日本成年後見法学会等では、後見人の養成が急務であると考

えており、東京都では市民後見人の養成講座が開催され、世田谷区でも同様の取り組みが

行われる予定であると発表されている。また、一般の市民の中にも第三者後見人の担い手
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になる動きが広がっている（「市民後見人」）。滋賀県大津市の特定非営利活動法人「あ

さがお」、岐阜県多治見市の「東濃成年後見センター」などの民間機関による活動の例が

ある。しかし、各種業団体の指導・監督を受け、常に能力の向上を図っている専門職後見

人とは異なり、市民後見人の能力担保を具体的にどう図るのかが課題とされている。 

 

４．成年後見制度に関わる他の制度 

見守り契約と任意代理人契約を以下に図表で示す。 

 

表 2． 見守り契約の内容 

目的 

任意後見契約が効力を生ずるまでの間について、支援する人の定期的な連絡や訪問によ

り意思疎通を確保し、本人の生活状況および健康状態を把握して見守ることが目的。 

面談等 

本人は、支援する人に対して、数ヶ月に１度電話で連絡をし、また、１年に１回支援す

る人の事務所等を訪問して面談する。本人が負担にならないような内容の約束とする。 

重要な点は、面談や連絡するなかで本人と支援する人との間の信頼関係を築くこと。お互

いに尊重して相手の立場への配慮が重要。 

見守り義務 

支援する人は、本人の訪問と連絡を通じて、家庭裁判所に対する成年後見制度のスター

トの申立をいつ行うかを考える必要がある。任意後見契約の問題点の１つである、いつ、

任意後見契約をスタートさせるか、という点を補充することができる。 

報酬 

本人は、支援する人に対し、この見守り契約の報酬として定額の報酬を支払う。しかし、

この金額は、高額でなく、１年前払いとする事例が多い。 
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５．任意代理契約と備えとしての任意成年後見制度の違い 

備えとしての成年後見制度の契約は、判断能力があるときに契約をし、本人の判断能力

が低下したときにスタートする。したがって判断能力があるまだ元気な本人を支える制度

ではない。 

これに対して任意代理契約は、備えとしての成年後見制度がスタートするまでの間、本

人を支援して、備えとしての成年後見制度のスタート前に備える契約である（表 3 参照）。 

  

表 3． 任意代理契約と備えとしての任意成年後見制度契約との相違点 

 任意代理契約 備えとしての任意成年 

後見制度の契約 

私文書による作成 可（公正証書が望ましい） 必ず公正証書 

支援する人を監督する人は選

任される？ 
つかない 必ず選任 

本人の判断能力 必要 不十分になるとスタート 

対象：身体障害者 可 不可 

対象：精神障害者・知的障害者 不可 可 

 

 

  



 

表 4． 
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